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入
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項
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額
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正
　
　
額

計

1
4
.
国

庫
支

出
金

６
，

４
１

６
，

１
４

５
４

，
０

５
０

６
，

４
２

０
，

１
９

５

1
.
国

庫
負

担
金

５
，

３
１

１
，

１
０

６
△

３
８

，
５

０
０

５
，

２
７

２
，

６
０

６

2
.
国

庫
補

助
金

１
，

０
６

９
，

０
９

２
４

２
，

５
５

０
１

，
１

１
１

，
６

４
２

1
5
.
県

支
出

金
３

，
６

２
６

，
８

１
３

△
１

３
，

６
５

０
３

，
６

１
３

，
１

６
３

1
.
県

負
担

金
２

，
２

１
７

，
５

４
９

△
１

９
，

２
５

０
２

，
１

９
８

，
２

９
９

2
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県

補
助

金
１

，
０

９
４

，
６

２
７

１
１

，
５

０
０

１
，

１
０

６
，

１
２

７

3
.
委

託
金

３
１

４
，

６
３

７
△

５
，

９
０

０
３

０
８

，
７

３
７

1
7
.
寄

附
金

４
５

７
，

２
９

０
１

８
４

，
８

０
０

６
４

２
，

０
９

０

1
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附
金

４
５

７
，

２
９

０
１

８
４

，
８

０
０

６
４

２
，

０
９

０

1
9
.
繰
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１
，

１
６
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２
０
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８
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０
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０

２
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，
８
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０

1
.
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費

１
，

５
０
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，

６
５

０
４
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，

３
０

０
１

，
５

４
８

，
９

５
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6
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農

林
水
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費
９

２
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３

０
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１
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０
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４
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２
６
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０
４

０
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０
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２
６
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５
７
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１
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０
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3
.
河

川
水

路
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８
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１
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５
７
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０

０
８

６
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２
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市
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５
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０
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0
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教
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７
９
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４
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９
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０
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０
８

７
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５

１
０

2
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小

学
校

費
２

，
３

５
９

，
５

３
０

３
６

２
，

６
０

０
２

，
７

２
２

，
１

３
０

3
.
中

学
校

費
５

２
４

，
７

３
０

６
８

，
４

０
０

５
９

３
，

１
３

０

4
.
幼

稚
園

費
９

１
７

，
２

９
０

３
４

，
０

０
０

９
５

１
，

２
９

０
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６
１
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０

７
０
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０

０
０

１
，

３
７

３
，

７
０

０
６

２
，

４
４

３
，

７
０

０
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8
 
,
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1
 
1
 
,
 
5
 
0
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8
 
,
 
3
 
0
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,
 
8
 
0
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幼
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園
施

設
整

備
事

業
 
1
 
9
 
,
 
2
 
0
 
0
 

 
3
 
1
 
,
 
8
 
0
 
0
 

学
校

教
育

施
設

整
備

事
業

 
 
1
 
,
 
2
 
3
 
1
 
,
 
2
 
0
 
0
 

 
 
1
 
,
 
6
 
0
 
1
 
,
 
6
 
0
 
0
 

公
営

住
宅

解
体

事
業

 
3
 
3
 
,
 
4
 
0
 
0
 

 
2
 
5
 
,
 
5
 
0
 
0
 

道
路

整
備

事
業

4
 
8
 
7
 
,
 
0
 
0
 
0
 

4
 
0
 
0
 
,
 
7
 
0
 
0
 

か
ん

が
い

排
水

事
業

 
2
 
3
 
,
 
4
 
0
 
0
 

 
2
 
5
 
,
 
9
 
0
 
0
 

起
債

の
目

的
限

　
　

　
　

　
　

　
　

度
　

　
　

　
　

　
　

　
額

（
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位
：

千
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前
補

　
　

　
　

正
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繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
補

 
正

（
単

位
：

千
円

）

3
.
児

童
福

祉
費

民
間

保
育

所
増

改
築

事
業

補
助

金
1
 
5
 
7
 
,
 
3
 
2
 
0
 

4
.
衛

生
費

款
項

事
　

　
　

　
業

　
　

　
　

名
金

　
　

　
　

　
　

額

 
 
7
 
,
 
4
 
0
 
0
 

3
.
民

生
費

2
.
老

人
福

祉
費

地
域

介
護

・
福

祉
空

間
整

備
等

事
業

補
助

金

 
5
 
2
 
,
 
2
 
0
 
0
 

8
.
土

木
費

2
.
道

路
橋

り
ょ

う
費

道
路

橋
り

ょ
う

災
害

復
旧

事
業

 
2
 
5
 
,
 
6
 
6
 
0
 

 
 
5
 
,
 
0
 
0
 
0
 

1
3
.
災

害
復

旧
費

1
.
災

害
復

旧
費

林
業

施
設

災
害
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0

財
政

調
整

基
金

積
立

金
6
0
0
,
0
0
0

減
債

基
金

積
立

金
2
0
0
,
0
0
0

計
7
,
7
8
6
,
8
1
0

9
2
5
,
7
0
0

8
,
7
1
2
,
5
1
0

-
-

6
9
,
3
0
0

8
5
6
,
4
0
0

(
款

)
 
2
.
 
総

務
費

(
項

)
 
8
.
 
交

通
安

全
対

策
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
交

通
安

全
1
,
0
4
3
,
6
6
0

1
4
5
,
5
0
0

1
,
1
8
9
,
1
6
0

-
-

1
4
5
,
5
0
0

-
2
5
.
積

立
金

1
4
5
,
5
0
0

累
計

2
3
9
,
1
7
0

対
策

費
．

養
老

線
支

援
基

金
積

立
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
,
0
4
3
,
6
6
0

1
4
5
,
5
0
0

1
,
1
8
9
,
1
6
0

-
-

1
4
5
,
5
0
0

-

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
3
.
 
民

生
費

(
項

)
 
1
.
 
社

会
福

祉
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
心

身
障

害
1
,
1
0
5
,
6
5
0

2
4
,
0
0
0

1
,
1
2
9
,
6
5
0

1
6
,
5
0
0

-
-

7
,
5
0
0

2
0
.
扶

助
費

2
4
,
0
0
0

累
計

1
,
0
9
9
,
8
0
0

者
医

療
費

心
身

障
害

者
医

療
扶

助
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
4
,
2
9
5
,
8
3
0

2
4
,
0
0
0

4
,
3
1
9
,
8
3
0

1
6
,
5
0
0

-
-

7
,
5
0
0

(
款

)
 
3
.
 
民

生
費

(
項

)
 
2
.
 
老

人
福

祉
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
老

人
福

祉
4
2
4
,
3
0
0

7
,
4
0
0

4
3
1
,
7
0
0

7
,
4
0
0

-
-

-
1
9
.
負

担
金

補
助

7
,
4
0
0

累
計

5
6
,
2
2
1

対
策

費
．

及
び

交
付

金
地

域
介

護
・

福
祉

空
間

整
備

等
事

業
補

助
金

 
 
 
 
 

計
2
,
2
4
5
,
5
9
0

7
,
4
0
0

2
,
2
5
2
,
9
9
0

7
,
4
0
0

-
-

-

(
款

)
 
3
.
 
民

生
費

(
項

)
 
3
.
 
児

童
福

祉
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
障

害
児

5
6
7
,
6
2
0

△
9
0
,
0
0
0

4
7
7
,
6
2
0

△
6
7
,
5
0
0

-
-

△
2
2
,
5
0
0

2
0
.
扶

助
費

△
9
0
,
0
0
0

累
計

3
8
9
,
2
6
0

福
祉

費
児

童
発

達
支

援
給

付
費

△
1
0
,
0
0
0

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

給
付

費
△

8
0
,
0
0
0

計
9
,
5
3
7
,
0
2
0

△
9
0
,
0
0
0

9
,
4
4
7
,
0
2
0

△
6
7
,
5
0
0

-
-

△
2
2
,
5
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
4
.
 
衛

生
費

(
項

)
 
1
.
 
保

健
衛

生
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
4
.
予

防
費

6
0
9
,
7
7
0

4
3
,
3
0
0

6
5
3
,
0
7
0

2
0
,
2
0
0

-
-

2
3
,
1
0
0

1
1
.
需

用
費

9
9
0

累
計

6
,
2
7
6

消
耗

品
費

2
0

印
刷

製
本

費
9
7
0

1
2
.
役

務
費

1
,
9
1
0

累
計

6
,
1
9
6

通
信

運
搬

費
1
,
4
0
0

手
数

料
5
1
0

1
3
.
委

託
料

4
0
,
4
0
0

累
計

6
3
5
,
6
5
2

風
し

ん
抗

体
検

査
委

託
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
,
5
0
5
,
6
5
0

4
3
,
3
0
0

1
,
5
4
8
,
9
5
0

2
0
,
2
0
0

-
-

2
3
,
1
0
0

(
款

)
 
6
.
 
農

林
水

産
業

費
(
項

)
 
1
.
 
農

業
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
2
.
農

業
費

1
7
7
,
7
9
0

4
,
4
0
0

1
8
2
,
1
9
0

4
,
4
0
0

-
-

-
1
9
.
負

担
金

補
助

4
,
4
0
0

累
計

8
7
,
6
3
7

及
び

交
付

金
農

地
集

積
促

進
事

業
補

助
金

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
2
6
2
,
0
4
0

4
,
4
0
0

2
6
6
,
4
4
0

4
,
4
0
0

-
-

-

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
6
.
 
農

林
水

産
業

費
(
項

)
 
4
.
 
土

地
改

良
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
土

地
改

良
施

4
4
9
,
8
3
0

5
,
7
0
0

4
5
5
,
5
3
0

-
2
,
5
0
0

-
3
,
2
0
0

1
9
.
負

担
金

補
助

5
,
7
0
0

累
計

1
2
9
,
2
0
0

設
整

備
費

．
及

び
交

付
金

県
営

か
ん

が
い

排
水

事
業

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
5
7
9
,
1
8
0

5
,
7
0
0

5
8
4
,
8
8
0

-
2
,
5
0
0

-
3
,
2
0
0

(
款

)
 
7
.
 
商

工
費

(
項

)
 
1
.
 
商

工
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
商

工
振

興
費

1
,
3
3
9
,
5
9
0

4
,
8
0
0

1
,
3
4
4
,
3
9
0

-
-

-
4
,
8
0
0

1
9
.
負

担
金

補
助

4
,
8
0
0

累
計

1
8
6
,
8
4
0

及
び

交
付

金
中

小
企

業
小

口
資

金
信

用
保

証
料

補
助

金
 
 
 
 
 
 
 

計
2
,
1
1
5
,
6
1
0

4
,
8
0
0

2
,
1
2
0
,
4
1
0

-
-

-
4
,
8
0
0

(
款

)
 
7
.
 
商

工
費

(
項

)
 
2
.
 
繰

出
金

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
公

設
地

方
卸

3
7
,
7
0
0

3
,
8
0
0

4
1
,
5
0
0

-
-

-
3
,
8
0
0

2
8
.
繰

出
金

3
,
8
0
0

売
市

場
費

．

計
3
7
,
7
0
0

3
,
8
0
0

4
1
,
5
0
0

-
-

-
3
,
8
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
8
.
 
土

木
費

(
項

)
 
2
.
 
道

路
橋

り
ょ

う
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
道

路
新

設
5
5
0
,
9
1
0

△
4
8
,
0
0
0

5
0
2
,
9
1
0

-
△

4
8
,
0
0
0

-
-

1
9
.
負

担
金

補
助

△
4
8
,
0
0
0

累
計

5
,
1
0
0

改
良

費
．

及
び

交
付

金
県

単
独

道
路

改
良

事
業

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
,
4
8
4
,
2
8
0

△
4
8
,
0
0
0

1
,
4
3
6
,
2
8
0

-
△

4
8
,
0
0
0

-
-

(
款

)
 
8
.
 
土

木
費

(
項

)
 
3
.
 
河

川
水

路
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
2
.
河

川
水

路
4
7
3
,
4
0
0

△
6
,
3
0
0

4
6
7
,
1
0
0

△
3
,
1
5
0

-
-

△
3
,
1
5
0

1
3
.
委

託
料

△
6
,
3
0
0

累
計

5
4
,
4
9
4

維
持

費
．

調
査

委
託

料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
8
7
1
,
5
7
0

△
6
,
3
0
0

8
6
5
,
2
7
0

△
3
,
1
5
0

-
-

△
3
,
1
5
0

(
款

)
 
8
.
 
土

木
費

(
項

)
 
4
.
 
都

市
計

画
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
都

市
計

画
3
5
0
,
0
2
0

△
2
7
,
7
0
0

3
2
2
,
3
2
0

△
1
9
,
9
0
0

-
-

△
7
,
8
0
0

1
9
.
負

担
金

補
助

△
2
7
,
7
0
0

累
計

2
8
,
5
3
3

総
務

費
．

及
び

交
付

金
木

造
住

宅
耐

震
改

修
工

事
費

補
助

金
△

1
5
,
6
0
0

要
安

全
確

認
計

画
記

載
建

築
物

耐
震

診
断

費
補

助
 

金
△

1
2
,
1
0
0

 
2
.
市

街
地

1
5
6
,
9
9
0

△
1
2
,
0
0
0

1
4
4
,
9
9
0

-
-

-
△

1
2
,
0
0
0

1
3
.
委

託
料

△
1
2
,
0
0
0

累
計

4
9
,
7
0
0

整
備

費
郭

町
東

西
街

区
事

業
化

推
進

調
査

委
託

料
 
 
 

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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4
.
公

園
新

設
3
6
2
,
7
4
0

△
1
1
,
5
0
0

3
5
1
,
2
4
0

△
1
7
,
1
5
0

-
-

5
,
6
5
0

1
5
.
工

事
請

負
費

△
1
1
,
5
0
0

累
計

2
8
,
2
0
0

改
良

費
．

 
6
.
街

路
事

業
費

1
4
3
,
4
5
0

△
6
0
,
1
0
0

8
3
,
3
5
0

△
9
,
2
0
0

△
3
8
,
3
0
0

-
△

1
2
,
6
0
0

1
2
.
役

務
費

△
2
,
1
0
0

累
計

9
4

手
数

料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
3
.
委

託
料

△
2
0
,
4
0
0

累
計

3
7
,
1
0
0

設
計

委
託

料
△

1
5
,
9
0
0

測
量

委
託

料
△

9
0
0

調
査

委
託

料
△

3
,
6
0
0

1
9
.
負

担
金

補
助

△
3
7
,
6
0
0

累
計

2
2
,
0
8
4

及
び

交
付

金
県

施
行

街
路

事
業

負
担

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
,
6
5
8
,
3
7
0

△
1
1
1
,
3
0
0

1
,
5
4
7
,
0
7
0

△
4
6
,
2
5
0

△
3
8
,
3
0
0

-
△

2
6
,
7
5
0

(
款

)
 
8
.
 
土

木
費

(
項

)
 
5
.
 
住

宅
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
市

営
住

宅
3
6
1
,
7
1
0

△
8
,
8
0
0

3
5
2
,
9
1
0

-
△

7
,
9
0
0

-
△

9
0
0

1
5
.
工

事
請

負
費

△
8
,
8
0
0

累
計

1
3
6
,
3
0
0

管
理

費
．

計
5
3
2
,
6
7
0

△
8
,
8
0
0

5
2
3
,
8
7
0

-
△

7
,
9
0
0

-
△

9
0
0

(
款

)
 
8
.
 
土

木
費

(
項

)
 
6
.
 
繰

出
金

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
公

共
下

1
,
5
7
3
,
9
4
0

△
2
5
,
0
0
0

1
,
5
4
8
,
9
4
0

-
-

-
△

2
5
,
0
0
0

2
8
.
繰

出
金

△
2
5
,
0
0
0

水
道

費

計
1
,
8
2
6
,
1
2
0

△
2
5
,
0
0
0

1
,
8
0
1
,
1
2
0

-
-

-
△

2
5
,
0
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
0
.
 
教

育
費

(
項

)
 
1
.
 
教

育
総

務
費

(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
2
.
事

務
局

費
2
4
5
,
0
6
0

3
3
,
5
0
0

2
7
8
,
5
6
0

-
-

-
3
3
,
5
0
0

 
3
.
職

員
手

当
等

3
3
,
5
0
0

累
計

1
0
6
,
3
8
0

退
職

手
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
8
3
7
,
0
1
0

3
3
,
5
0
0

8
7
0
,
5
1
0

-
-

-
3
3
,
5
0
0

(
款

)
 
1
0
.
 
教

育
費

(
項

)
 
2
.
 
小

学
校

費
(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
学

校
営

繕
費

1
,
7
5
3
,
1
0
0

3
6
2
,
6
0
0

2
,
1
1
5
,
7
0
0

3
1
,
7
9
5

3
1
6
,
5
0
0

-
1
4
,
3
0
5

1
5
.
工

事
請

負
費

3
6
2
,
6
0
0

累
計

2
,
0
2
8
,
1
0
0

計
2
,
3
5
9
,
5
3
0

3
6
2
,
6
0
0

2
,
7
2
2
,
1
3
0

3
1
,
7
9
5

3
1
6
,
5
0
0

-
1
4
,
3
0
5

(
款

)
 
1
0
.
 
教

育
費

(
項

)
 
3
.
 
中

学
校

費
(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
3
.
学

校
営

繕
費

1
0
3
,
8
0
0

6
8
,
4
0
0

1
7
2
,
2
0
0

1
0
,
9
0
5

5
3
,
9
0
0

-
3
,
5
9
5

1
5
.
工

事
請

負
費

6
8
,
4
0
0

累
計

1
5
2
,
9
0
0

計
5
2
4
,
7
3
0

6
8
,
4
0
0

5
9
3
,
1
3
0

1
0
,
9
0
5

5
3
,
9
0
0

-
3
,
5
9
5

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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(
款

)
 
1
0
.
 
教

育
費

(
項

)
 
4
.
 
幼

稚
園

費
(
単

位
：

千
円

)
補

　
 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
  
  
定

  
  
財

  
  
源

説
　

　
　

明

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他

 
1
.
幼

稚
園

費
9
1
7
,
2
9
0

3
4
,
0
0
0

9
5
1
,
2
9
0

1
6
,
1
0
0

1
2
,
6
0
0

-
5
,
3
0
0

1
5
.
工

事
請

負
費

1
8
,
0
0
0

累
計

7
1
,
1
0
0

1
9
.
負

担
金

補
助

1
6
,
0
0
0

累
計

3
1
9
,
8
7
5

及
び

交
付

金
施

設
型

給
付

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
9
1
7
,
2
9
0

3
4
,
0
0
0

9
5
1
,
2
9
0

1
6
,
1
0
0

1
2
,
6
0
0

-
5
,
3
0
0

一
般

財
源

区
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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１
．

一
  

般
 
 職

（
１

）
 総

　
　

　
　

括

時
 間

 外
管

理
職

員
特

管
 理

 職
勤
務
手
当

別
勤

務
手

当
手

  
  
当

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

4
3
,5

2
0

46
8,

12
0

1,
23
0

58
,6
40

42
1,
59
0

4
3
,5

2
0

46
8,

12
0

1,
23
0

58
,6
40

33
1,
69
0

0
0

0
0

89
,9
00

退
職

手
当

扶
養

手
当

地
域

手
当

住
居
手
当

通
勤
手
当

期
末

勤
勉

手
  
  
当

千
円

特
殊
勤
務

備
  
 　

　
考

合
  
  
 　

　
計

共
  
　

済
　

  
費

0

1,
59
6,
05
0

89
,9
00

6,
40
0 0

千
円

1,
62
5,
67
0

1,
62
5,
67
0 0

6,
40
0

千
円

0

千
円 0

45
,3

10

45
,3

10

千
円

72
,2

10

6,
95

7,
03

0

89
,9

00

手
  

  
当

宿
 日

 直
手

  
  
当

2,
89

9,
59

0

12
7,
6
40

1,
1
41

1,
1
41 0

89
,9

00

12
7,
6
40

1
19
,1
6
0

1
19
,1
6
0

千
円

72
,2

10

区
  

分

4,
0
5
7,

4
4
0 0

千
円

給
　
　
　
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
　
　
　
費

補
　

　
正

　
　

後

職
員

手
当

の
内

訳

人

職
　

員
　

数
区

 
  

 
  

　
　

分

0

補
正

後

補
正

前

比
  

較
0

千
円

給
  

 
 
  

 
 
与

 
  

  
  

 費
  

  
  

  
明

  
  

  
  
細

  
  
  
  
書

補
　

　
正

　
　

前

比
　

　
　

　
　

較

4,
0
5
7,

4
4
0

1,
59
6,
05
0

7,
04

6,
93

0
千

円
千

円

2,
98

9,
49

0

給
  

 
  

　
　
料

職
　
員
　
手
　
当

計

千
円

8,
55
3,
08
0

8,
64
2,
98
0
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（
単

位
：

千
円

）

1
. (
1
)

(
3
)

(
8
)

地
方

債
の

前
前

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

並
び

に
前

年
度

末

及
び

当
該

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る

調
書

区
　

　
　

　
　

　
分

当
 
該

 
年

 
度

 
中

 
起

 
債

 
見

 
込

 
額

当
 
該

 
年

 
度

 
末

 
現

 
在

 
高

 
見

 
込

 
額

補
　

　
正

　
　

前
補

　
　

正
　

　
後

補
　

　
正

　
　

前
補

　
　

正
　

　
後

普
通

債
 
5
 
,
 
7
 
0
 
3
 
,
 
0
 
0
 
0
 

 
5
 
,
 
9
 
9
 
4
 
,
 
3
 
0
 
0
 

3
 
7
 
,
 
5
 
6
 
4
 
,
 
6
 
5
 
3
 

3
 
7
 
,
 
8
 
5
 
5
 
,
 
9
 
5
 
3
 

公
共

事
業

等
 
 
 
2
 
6
 
7
 
,
 
9
 
0
 
0
 

 
 
 
2
 
5
 
0
 
,
 
7
 
0
 
0
 

 
3
 
,
 
4
 
4
 
0
 
,
 
9
 
2
 
4
 

 
3
 
,
 
4
 
2
 
3
 
,
 
7
 
2
 
4
 

学
校

教
育

 
1
 
,
 
2
 
5
 
0
 
,
 
4
 
0
 
0
 

 
1
 
,
 
6
 
3
 
3
 
,
 
4
 
0
 
0
 

 
4
 
,
 
3
 
5
 
7
 
,
 
7
 
1
 
6
 

 
4
 
,
 
7
 
4
 
0
 
,
 
7
 
1
 
6
 

一
般

単
独

 
2
 
,
 
5
 
7
 
8
 
,
 
0
 
0
 
0
 

 
2
 
,
 
5
 
0
 
3
 
,
 
5
 
0
 
0
 

1
 
0
 
,
 
6
 
3
 
6
 
,
 
5
 
5
 
7
 

1
 
0
 
,
 
5
 
6
 
2
 
,
 
0
 
5
 
7
 

合
 
　

　
　

　
　

計
 
8
 
,
 
0
 
1
 
1
 
,
 
5
 
0
 
0
 

 
8
 
,
 
3
 
0
 
2
 
,
 
8
 
0
 
0
 

6
 
6
 
,
 
6
 
2
 
4
 
,
 
0
 
6
 
6
 

6
 
6
 
,
 
9
 
1
 
5
 
,
 
3
 
6
 
6
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議
第

２
２

号

　
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

　
　

平
成

３
１

年
３

月
４

日
　

提
出

　
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
垣

市
長

　
　

小
　

　
川

　
　

　
　

　
敏

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
公

設
地

方
卸

売
市

場
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
の

公
設

地
方

卸
売

市
場

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
１

条
 
　
歳

入
歳

出
予

算
の

補
正

の
款

項
の

区
分

及
び

当
該

区
分

ご
と

の
金

額
並

び
に

補
正

後
の

歳
入

歳
出

予
算

の
金

額
は

、
「

第
１

表

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。
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歳

　
　

入
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
.
市

場
事

業
収

入
５

９
，

４
０

０
△

３
，

８
０

０
５

５
，

６
０

０

1
.
市

場
事

業
収

入
５

９
，

４
０

０
△

３
，

８
０

０
５

５
，

６
０

０

2
.
繰

入
金

３
７

，
７

０
０

３
，

８
０

０
４

１
，

５
０

０

1
.
一

般
会

計
繰

入
金

３
７

，
７

０
０

３
，

８
０

０
４

１
，

５
０

０

歳
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　

　
合

　
　

　
　

　
計

９
７

，
１

０
０

０
９

７
，

１
０

０

　
　

　
歳

　
　

出
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
.
市

場
事

業
費

７
８

，
３

５
０

－
７

８
，

３
５

０

1
.
市

場
事

業
費

７
８

，
３

５
０

－
７

８
，

３
５

０

歳
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　

　
合

　
　

　
　

　
計

９
７

，
１

０
０

－
９

７
，

１
０

０

　
第

１
表

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

25



１
　

歳
　

入

(
款

)
 
1
.
 
市

場
事

業
収

入

(
項

)
 
1
.
 
市

場
事

業
収

入
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
市

場
使

用
料

4
0
,
7
0
0

△
3
,
0
0
0

3
7
,
7
0
0

 
1
.
市

場
使

用
料

△
3
,
0
0
0

 
2
.
雑

入
1
8
,
7
0
0

△
8
0
0

1
7
,
9
0
0

 
1
.
雑

入
△

8
0
0

計
5
9
,
4
0
0

△
3
,
8
0
0

5
5
,
6
0
0

(
款

)
 
2
.
 
繰

入
金

(
項

)
 
1
.
 
一

般
会

計
繰

入
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
一

般
会

計
繰

入
金

3
7
,
7
0
0

3
,
8
0
0

4
1
,
5
0
0

 
1
.
一

般
会

計
繰

入
金

3
,
8
0
0

計
3
7
,
7
0
0

3
,
8
0
0

4
1
,
5
0
0

平
 
成

 
３

 
０

 
年

 
度

 
大

 
垣

 
市

 
公

 
設

 
地

 
方

 
卸

 
売

 
市

 
場

 
事

 
業

 
会

 
計

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
補

 
正

 
予

 
算

 
事

 
項

 
別

 
明

 
細

 
書

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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２
　

歳
　

出
(
款

)
 
1
.
 
市

場
事

業
費

(
項

)
 
1
.
 
市

場
事

業
費

(
単

位
：

千
円

)

補
　

 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　

　
　

明

 
1
.
市

場
管

理
費

7
8
,
3
5
0

-
7
8
,
3
5
0

△
3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

計
7
8
,
3
5
0

-
7
8
,
3
5
0

△
3
,
8
0
0

3
,
8
0
0

金
 
 
 
額

事
業

収
入

繰
入

金
区

 
 
 
分
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議
第

２
３

号

　
（

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
）

２ 　
（

地
方

債
の

補
正

）
　

第
２

条
 
　

　
　

平
成

３
１

年
３

月
４

日
　

提
出

　
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
垣

市
長

　
　

小
　

　
川

　
　

　
　

　
敏

歳
入

歳
出

予
算

補
正

」
に

よ
る

。

地
方

債
の

変
更

は
、

「
第

２
表

地
方

債
補

正
」

に
よ

る
。

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
公

共
下

水
道

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
の

公
共

下
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

第
１

条
 
　
歳

入
歳

出
予

算
の

総
額

か
ら

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

１
６

５
，

０
０

０
千

円
を

減
額

し
、

歳
入

歳
出

予
算

の
総

額
を

歳
入

歳
出

そ
れ

ぞ
れ

５
，

７
６

５
，

０
０

０
千

円
と

す
る

。

歳
入

歳
出

予
算

の
補

正
の

款
項

の
区

分
及

び
当

該
区

分
ご

と
の

金
額

並
び

に
補

正
後

の
歳

入
歳

出
予

算
の

金
額

は
、

「
第

１
表
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歳

　
　

入
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

4
.
繰

入
金

１
，

５
７

３
，

９
４

０
△

２
５

，
０

０
０

１
，

５
４

８
，

９
４

０

1
.
一

般
会

計
繰

入
金

１
，

５
７

３
，

９
４

０
△

２
５

，
０

０
０

１
，

５
４

８
，

９
４

０

6
.
市

債
１

，
５

０
９

，
９

０
０

△
１

４
０

，
０

０
０

１
，

３
６

９
，

９
０

０

1
.
市

債
１

，
５

０
９

，
９

０
０

△
１

４
０

，
０

０
０

１
，

３
６

９
，

９
０

０

歳
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　

　
合

　
　

　
　

　
計

５
，

９
３

０
，

０
０

０
△

１
６

５
，

０
０

０
５

，
７

６
５

，
０

０
０

　
　

　
歳

　
　

出
(
単

位
：

千
円

)

款
項

補
  
正

  
前

  
の
 
 
額

補
　
　
正
　
　
額

計

1
.
公

共
下

水
道

費
３

，
０

７
３

，
２

０
０

△
１

６
５

，
０

０
０

２
，

９
０

８
，

２
０

０

1
.
公

共
下

水
道

建
設

費
２

，
１

６
６

，
１

０
０

△
１

６
５

，
０

０
０

２
，

０
０

１
，

１
０

０

歳
　
　
　
　
　
出
　
　
　
　

　
合

　
　

　
　

　
計

５
，

９
３

０
，

０
０

０
△

１
６

５
，

０
０

０
５

，
７

６
５

，
０

０
０

　
第

１
表

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正
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第
２

表
　

　
地

 
方

 
債

 
補

 
正

（
単

位
：

千
円

）

計
1
 
,
 
5
 
0
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

1
 
,
 
3
 
6
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

起
　

　
　

債
　

　
　

の
　

　
　

目
　

　
　

的
限

　
　

　
　

　
　

　
　

度
　

　
　

　
　

　
　

　
額

補
　

　
　

　
正

　
　

　
　

前
補

　
　

　
　

正
　

　
　

　
後

公
共

下
水

道
建

設
事

業
1
 
,
 
2
 
0
 
0
 
,
 
1
 
0
 
0
 

1
 
,
 
0
 
6
 
0
 
,
 
1
 
0
 
0
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１
　

歳
　

入

(
款

)
 
4
.
 
繰

入
金

(
項

)
 
1
.
 
一

般
会

計
繰

入
金

(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
一

般
会

計
繰

入
金

1
,
5
7
3
,
9
4
0

△
2
5
,
0
0
0

1
,
5
4
8
,
9
4
0

 
1
.
一

般
会

計
繰

入
金

△
2
5
,
0
0
0

計
1
,
5
7
3
,
9
4
0

△
2
5
,
0
0
0

1
,
5
4
8
,
9
4
0

(
款

)
 
6
.
 
市

債

(
項

)
 
1
.
 
市

債
(
単

位
：

千
円

)

節

補
正

前
の

額
補

 
正

 
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

 
1
.
公

共
下

水
道

債
1
,
5
0
9
,
9
0
0

△
1
4
0
,
0
0
0

1
,
3
6
9
,
9
0
0

 
1
.
公

共
下

水
道

債
△

1
4
0
,
0
0
0

公
共

下
水

道
建

設
事

業
債

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
1
,
5
0
9
,
9
0
0

△
1
4
0
,
0
0
0

1
,
3
6
9
,
9
0
0

平
 
成

 
３

 
０

 
年

 
度

 
大

 
垣

 
市

 
公

 
共

 
下

 
水

 
道

 
事

 
業

 
会

 
計

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
補

 
正

 
予

 
算

 
事

 
項

 
別

 
明

 
細

 
書

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額

目
区

 
 
 
 
 
分

金
 
 
 
額
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２
　

歳
　

出
(
款

)
 
1
.
 
公

共
下

水
道

費
(
項

)
 
1
.
 
公

共
下

水
道

建
設

費
(
単

位
：

千
円

)

補
　

 
正

　
 
額

　
 
の

　
 
財

　
 
源

　
 
内

　
 
訳

節

目
補

正
前

の
額

補
正

額
計

説
　

　
　

明

 
1
.
総

務
費

1
4
7
,
9
0
0

-
1
4
7
,
9
0
0

-
△

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

-

 
2
.
下

水
管

1
,
5
8
5
,
3
0
0

△
1
6
5
,
0
0
0

1
,
4
2
0
,
3
0
0

-
△

1
3
2
,
0
0
0

△
3
3
,
0
0
0

-
1
3
.
委

託
料

△
1
6
,
0
0
0

累
計

5
9
,
0
0
0

布
設

費
設

計
委

託
料

 
外

1
5
.
工

事
請

負
費

△
8
9
,
0
0
0

累
計

1
,
1
4
5
,
0
0
0

汚
水

管
渠

布
設

工
事

費
 
外

2
2
.
補

償
補

塡
及

△
6
0
,
0
0
0

累
計

2
0
4
,
5
7
0

び
賠

償
金

．
水

道
管

移
設

補
償

費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計
2
,
1
6
6
,
1
0
0

△
1
6
5
,
0
0
0

2
,
0
0
1
,
1
0
0

-
△

1
4
0
,
0
0
0

△
2
5
,
0
0
0

-

金
 
 
 
額

国
県

支
出

金
地

方
債

繰
入

金
そ

の
他

区
 
 
 
分
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（
単

位
：

千
円

）

1
. (
1
)

合
 
　

　
　

　
　

計
1
 
,
 
5
 
0
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

1
 
,
 
3
 
6
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

3
 
4
 
,
 
3
 
8
 
4
 
,
 
2
 
9
 
1
 

3
 
4
 
,
 
2
 
4
 
4
 
,
 
2
 
9
 
1
 

公
共

下
水

道
1
 
,
 
2
 
0
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

1
 
,
 
0
 
6
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

2
 
9
 
,
 
8
 
3
 
8
 
,
 
5
 
9
 
6
 

2
 
9
 
,
 
6
 
9
 
8
 
,
 
5
 
9
 
6
 

地
方

債
の

前
前

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

並
び

に
前

年
度

末

及
び

当
該

年
度

末
に

お
け

る
現

在
高

の
見

込
み

に
関

す
る

調
書

区
　

　
　

　
　

　
分

当
 
該

 
年

 
度

 
中

 
起

 
債

 
見

 
込

 
額

当
 
該

 
年

 
度

 
末

 
現

 
在

 
高

 
見

 
込

 
額

補
　

　
正

　
　

前
補

　
　

正
　

　
後

補
　

　
正

　
　

前
補

　
　

正
　

　
後

公
営

企
業

債
1
 
,
 
5
 
0
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

1
 
,
 
3
 
6
 
9
 
,
 
9
 
0
 
0
 

3
 
4
 
,
 
3
 
8
 
4
 
,
 
2
 
9
 
1
 

3
 
4
 
,
 
2
 
4
 
4
 
,
 
2
 
9
 
1
 

33



議
第

２
４

号

　
（

繰
越

明
許

費
）

　

第
１

条
 
　

　
　

平
成

３
１

年
３

月
４

日
　

提
出

　
 
 
 
 
 
　

 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

大
垣

市
長

　
　

小
　

　
川

　
　

　
　

　
敏

地
方

自
治

法
第

２
１

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

翌
年

度
に

繰
り

越
し

て
使

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
経

費
は

、
「

第
１

表

繰
越

明
許

費
」

に
よ

る
。

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
競

輪
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
の

競
輪

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

１
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
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第
１

表
　

　
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

（
単

位
：

千
円

）

款
項

事
　

　
　

　
業

　
　

　
　

名
金

　
　

　
　

　
　

額

1
.
競

輪
事

業
費

2
.
競

輪
開

催
費

競
輪

場
施

設
再

整
備

基
本

設
計

委
託

 
4
 
8
 
,
 
6
 
0
 
0
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議
第

２
５

号

（
総

 
　

則
）

第
１

条

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

第
２

条

（
科

　
　

　
 
 
　

 
 
目

）

第
１

款
　

千
円

千
円

千
円

　
第

１
項

　
　

千
円

千
円

千
円

（
科

　
　

　
 
 
　

 
 
目

）

第
１

款
　

千
円

千
円

千
円

　
第

１
項

　
　

千
円

千
円

千
円

３
３

，
３

５
９

，
０

０
０

（
 
既

 
決

 
予

 
定

 
額

 
）

（
　

　
　

　
計

　
　

　
　

）

３
３

，
２

１
１

，
０

０
０

（
 
補

 
正

 
予

 
定

 
額

 
）

３
３

，
１

１
１

，
０

０
０

３
３

，
８

５
９

，
０

０
０

１
０

０
，

０
０

０

支
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

出

病
院

事
業

収
益

（
 
既

 
決

 
予

 
定

 
額

 
）

（
 
補

 
正

 
予

 
定

 
額

 
）

病
院

医
業

収
益

３
３

，
７

５
９

，
０

０
０

１
０

０
，

０
０

０
３

３
，

８
６

９
，

０
０

０

１
０

０
，

０
０

０

病
院

事
業

費
用

３
３

，
７

６
９

，
０

０
０

病
院

医
業

費
用

１
０

０
，

０
０

０

３
３

，
２

５
９

，
０

０
０

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

平
成

３
０

年
度

病
院

事
業

会
計

の
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

収
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

入

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
病

院
事

業
会

計
予

算
（

以
下

「
予

算
」

と
い

う
。

）
第

３
条

に
定

め
た

収
益

的
収

入
及

び
支

出
の

予
定

額
を

（
　

　
　

　
計

　
　

　
　

）

次
の

と
お

り
補

正
す

る
。
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（
た

な
卸

資
産

購
入

限
度

額
）

第
３

条

小
川

敏
平

成
３

１
年

３
月

４
日

 
 
提

出

１
３

，
６

６
５

，
４

２
０

千
円

」
に

改
め

る
。

大
垣

市
長

予
算

第
８

条
に

定
め

た
「

た
な

卸
資

産
の

購
入

限
度

額
は

、
１

３
，

５
６

５
，

４
２

０
千

円
」

を
「

た
な

卸
資

産
の

購
入

限
度

額
は

、
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（
単

位
：

千
円

）

既
決

予
定

額
補

正
予

定
額

計
備

　
　

　
考

1
.
病

院
事

業
収

益
3
3
,
7
6
9
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
,
8
6
9
,
0
0
0

1
.
病

院
医

業
収

益
3
3
,
2
5
9
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
,
3
5
9
,
0
0
0

2
.

外
来

収
益

1
3
,
5
7
1
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
3
,
6
7
1
,
0
0
0

（
単

位
：

千
円

）

既
決

予
定

額
補

正
予

定
額

計
備

　
　

　
考

1
.
病

院
事

業
費

用
3
3
,
7
5
9
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
,
8
5
9
,
0
0
0

1
.
病

院
医

業
費

用
3
3
,
1
1
1
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
,
2
1
1
,
0
0
0

2
.

材
料

費
1
3
,
5
6
0
,
4
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
3
,
6
6
0
,
4
0
0

支
　

　
　

　
　

　
　

出

款
項

目

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
実

施
計

画

収
 
 
益

 
 
的

 
 
収

 
 
入

 
 
及

 
 
び

 
 
支

 
 
出

収
　

　
　

　
　

　
　

入

款
項

目
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（
単

位
：

千
円

）

１
．

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

(
1
)

1
0
,
0
0
0

(
2
)

1
,
4
6
3
,
0
0
0

(
3
)

9
8
,
7
0
0

(
4
)

△
 
1
2
3
,
1
2
9

(
5
)

9
,
0
0
0

(
6
)

△
 
3
8
5
,
4
0
0

(
7
)

6
8
,
4
0
0

(
8
)

△
 
4
7
,
1
0
0

(
9
)

△
 
3
0
,
8
0
0

(
1
0
)

1
1
0
,
0
0
0

(
1
1
)

2
9
3
,
2
6
4

(
1
2
)

△
 
5
5
7
,
8
8
3

(
1
3
)

1
1
0

9
0
8
,
1
6
2

(
1
4
)

3
0
,
8
0
0

(
1
5
)

△
 
1
1
0
,
0
0
0

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

8
2
8
,
9
6
2

利
息

の
支

払
額

貸
倒

引
当

金
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）

引
当

金
（

負
債

性
引

当
金

）
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）

奨
学

金
貸

付
免

除
額

長
期

前
受

金
戻

入
額

受
取

利
息

及
び

受
取

配
当

金

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（

△
は

増
加

）

未
払

金
の

増
減

額
（

△
は

減
少

）

た
な

卸
資

産
の

増
減

額
（

△
は

増
加

）

　
小

　
　

　
　

　
　

　
計

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額

長
期

前
払

消
費

税
の

増
減

額
（

△
は

増
加

）

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
病

院
事

業
予

定
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

計
算

書

（
平

成
３

０
年

４
月

１
日

か
ら

平
成

３
１

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

当
年

度
純

利
益

減
価

償
却

費

固
定

資
産

除
却

費
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２
．

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

(
1
)

△
 
1
,
4
1
3
,
9
7
1

(
2
)

△
 
1
,
0
0
5
,
0
0
0

(
3
)

△
 
5
8
5
,
8
0
0

(
4
)

1
6
0
,
0
0
0

(
5
)

1
,
0
0
0

(
6
)

△
 
3
0
0

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

△
 
2
,
8
4
4
,
0
7
1

３
．

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

(
1
)

△
 
2
3
8
,
0
0
0

(
2
)

△
 
2
0
,
8
0
0

(
3
)

1
5
3
,
0
0
0

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

△
 
1
0
5
,
8
0
0

　
　

資
金

増
加

額
（

又
は

減
少

額
）

△
 
2
,
1
2
0
,
9
0
9

　
　

資
金

期
首

残
高

2
4
,
4
4
2
,
0
4
6

　
　

資
金

期
末

残
高

2
2
,
3
2
1
,
1
3
7

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

リ
ー

ス
債

務
の

返
済

に
よ

る
支

出

他
会

計
か

ら
の

出
資

に
よ

る
収

入

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

有
価

証
券

の
取

得
に

よ
る

支
出

奨
学

金
等

の
貸

付
に

よ
る

支
出

奨
学

金
等

の
返

還
に

よ
る

収
入

国
庫

補
助

金
等

に
よ

る
収

入

国
庫

補
助

金
等

の
返

還
に

よ
る

支
出
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１
．

イ
1
,
1
9
3
,
7
4
0

ロ
3
3
,
6
0
3
,
4
7
0

△
 
1
8
,
8
0
7
,
2
0
0

1
4
,
7
9
6
,
2
7
0

ハ
1
8
6
,
1
2
3

△
 
1
0
6
,
1
0
4

8
0
,
0
1
9

ニ
1
2
,
2
7
6
,
1
9
9

△
 
9
,
2
6
2
,
3
5
3

3
,
0
1
3
,
8
4
6

ホ
3
1
,
9
0
6

△
 
2
6
,
9
4
8

4
,
9
5
8

ヘ
2
3
1
,
2
8
9

△
 
7
3
,
3
3
6

1
5
7
,
9
5
3

有
形

固
定

資
産

合
計

1
9
,
2
4
6
,
7
8
6

減
価

償
却

累
計

額

車
両

減
価

償
却

累
計

額

リ
ー

ス
資

産

減
価

償
却

累
計

額

器
械

備
品

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
病

院
事

業
予

定
貸

借
対

照
表

 
 
 
 
(
 
平

 
成

 
３

 
１

 
年

 
３

 
月

 
３

 
１

 
日

 
）

(
単

位
：

千
円

）

資
 
 
 
 
 
産

 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
部

固
定

資
産

（
１

）
有

形
固

定
資

産

土
地

建
物

減
価

償
却

累
計

額

構
築

物

減
価

償
却

累
計

額
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イ
4
4
4

無
形

固
定

資
産

合
計

4
4
4

イ
1
,
0
0
5
,
0
0
0

ロ
2
,
0
3
7
,
0
5
0

ハ
1
2
3
,
1
2
9

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

3
,
1
6
5
,
1
7
9

固
定

資
産

合
計

2
2
,
4
1
2
,
4
0
9

２
．

2
2
,
3
2
1
,
1
3
7

5
,
5
5
3
,
3
0
0

△
 
9
6
,
0
7
7

5
,
4
5
7
,
2
2
3

2
8
8
,
9
7
7

流
動

資
産

合
計

2
8
,
0
6
7
,
3
3
7

資
産

合
計

5
0
,
4
7
9
,
7
4
6

長
期

貸
付

金

長
期

前
払

消
費

税

流
動

資
産

（
１

）
現

金
預

金

（
２

）
未

収
金

貸
倒

引
当

金

（
３

）
貯

蔵
品

（
２

）
無

形
固

定
資

産

電
話

加
入

権

（
３

）
投

資
そ

の
他

の
資

産

投
資

有
価

証
券
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３
．

イ
4
,
8
3
5
,
7
5
3

企
業

債
合

計
4
,
8
3
5
,
7
5
3

1
1
9
,
2
9
0

イ
3
,
3
6
1
,
5
6
6

引
当

金
合

計
3
,
3
6
1
,
5
6
6

固
定

負
債

合
計

8
,
3
1
6
,
6
0
9

４
．

イ
2
3
7
,
6
4
0

企
業

債
合

計
2
3
7
,
6
4
0

5
1
,
0
1
8

1
,
8
2
0
,
0
0
0

イ
8
0
5
,
6
0
0

引
当

金
合

計
8
0
5
,
6
0
0

（
２

）
リ

ー
ス

債
務

（
３

）
未

払
金

（
４

）
引

当
金

賞
与

引
当

金

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

（
１

）
企

業
債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

（
２

）
リ

ー
ス

債
務

（
３

）
引

当
金

退
職

給
付

引
当

金

流
動

負
債

（
１

）
企

業
債

固
定

負
債

負
 
 
 
 
 
債

 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
部
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イ
8
,
0
0
0

そ
の

他
流

動
負

債
合

計
8
,
0
0
0

流
動

負
債

合
計

2
,
9
2
2
,
2
5
8

５
．

イ
1
3
2
,
3
2
2

△
 
4
2
,
9
5
0

8
9
,
3
7
2

ロ
7
5
,
9
7
6

△
 
6
2
,
4
4
7

1
3
,
5
2
9

ハ
1
,
0
8
9
,
9
5
2

△
 
7
2
4
,
1
7
3

3
6
5
,
7
7
9

長
期

前
受

金
合

計
4
6
8
,
6
8
0

繰
延

収
益

合
計

4
6
8
,
6
8
0

負
債

合
計

1
1
,
7
0
7
,
5
4
7

受
贈

財
産

評
価

額

収
益

化
累

計
額

寄
附

金

収
益

化
累

計
額

補
助

金

収
益

化
累

計
額

（
１

）
長

期
前

受
金

（
５

）
そ

の
他

流
動

負
債

預
り

金

繰
延

収
益
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６
．

2
1
,
8
4
3
,
0
6
5

７
．

イ
1
4
9
,
1
0
9

資
本

剰
余

金
合

計
1
4
9
,
1
0
9

イ

1
6
,
7
7
0
,
0
2
5

1
0
,
0
0
0

利
益

剰
余

金
合

計
1
6
,
7
8
0
,
0
2
5

剰
余

金
合

計
1
6
,
9
2
9
,
1
3
4

資
本

合
計

3
8
,
7
7
2
,
1
9
9

負
債

資
本

合
計

5
0
,
4
7
9
,
7
4
6

（
２

）
利

益
剰

余
金

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金

繰
越

利
益

剰
余

金
年

度
末

残
高

当
年

度
純

利
益

補
助

金

資
 
 
 
 
 
本

 
 
 
 
 
の

 
 
 
 
 
部

資
本

金

剰
余

金

（
１

）
資

本
剰

余
金
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（
款

）
　

1
.　

病
 院

 事
 業

 収
 益

　
（
項

）
　

1
.　

病
 院

 医
 業

 収
 益

（
款

）
　

1
.　

病
 院

 事
 業

 費
 用

　
（
項

）
　

1
.　

病
 院

 医
 業

 費
 用

2
.

累
計

9
,
0
0
4
,
0
0
0

計
3
3
,
1
1
1
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
,
2
1
1
,
0
0
0

材
料

費
1
3
,
5
6
0
,
4
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
3
,
6
6
0
,
4
0
0

薬
品

費
1
0
0
,
0
0
0

収
　

　
益

　
　

的
　

　
支

　
　

出

（
単

位
：
千

円
）

目
補

 正
 前

 の
 額

補
　

　
正

　
　

額
計

節
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

　
　

　
　

分
金

　
　

　
額

外
来

収
益

1
0
0
,
0
0
0

計
3
3
,
2
5
9
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

3
3
,
3
5
9
,
0
0
0

2
.

外
来

収
益

1
3
,
5
7
1
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
3
,
6
7
1
,
0
0
0

平
 成

 ３
 ０

 年
 度

 大
 垣

 市
 病

 院
 事

 業
 会

 計
 補

 正
 予

 算
 実

 施
 計

 画
 明

 細
 書

収
　

　
益

  
  

的
  

  
収

　
　

入

（
単

位
：
千

円
）

目
補

 正
 前

 の
 額

補
　

　
正

　
　

額
計

節
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

明
区

　
　

　
　

　
　

分
金

　
　

　
額
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議
第

２
６

号

（
総

 
　

則
）

第
１

条

（
収

益
的

収
入

及
び

支
出

）

第
２

条

（
科

　
　

　
 
 
　

 
 
目

）

第
１

款
　

千
円

千
円

千
円

　
第

２
項

　
　

千
円

千
円

千
円

（
科

　
　

　
 
 
　

 
 
目

）

第
１

款
　

千
円

千
円

千
円

　
第

１
項

　
　

千
円

千
円

千
円

　
第

２
項

　
　

千
円

千
円

千
円

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
１

号
）

平
成

３
０

年
度

水
道

事
業

会
計

の
補

正
予

算
（

第
１

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（
 
既

 
決

 
予

 
定

 
額

 
）

（
 
補

 
正

 
予

 
定

 
額

 
）

（
　

　
　

　
計

　
　

　
　

）

収
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

入

（
 
既

 
決

 
予

 
定

 
額

 
）

（
 
補

 
正

 
予

 
定

 
額

 
）

（
　

　
　

　
計

　
　

　
　

）

水
道

事
業

収
益

２
，

２
８

８
，

０
０

０
△

３
１

，
０

０
０

２
，

２
５

７
，

０
０

０

営
業

外
収

益
４

１
１

，
３

０
０

△
３

１
，

０
０

０
３

８
０

，
３

０
０

支
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

出

水
道

事
業

費
用

２
，

０
２

９
，

０
０

０
△

１
０

，
４

０
０

２
，

０
１

８
，

６
０

０

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
水

道
事

業
会

計
予

算
（

以
下

「
予

算
」

と
い

う
。

）
第

３
条

に
定

め
た

収
益

的
収

入
及

び
支

出
の

予
定

額
を

次
の

と
お

り
補

正
す

る
。

営
業

費
用

１
，

８
７

２
，

５
０

０
△

２
９

，
４

０
０

１
，

８
４

３
，

１
０

０

営
業

外
費

用
１

５
６

，
０

０
０

１
９

，
０

０
０

１
７

５
，

０
０

０
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（
資

本
的

収
入

及
び

支
出

）

第
３

条

（
科

　
　

　
 
 
　

 
 
目

）

第
１

款
　

千
円

千
円

千
円

　
第

２
項

　
　

千
円

千
円

千
円

平
成

３
１

年
３

月
４

日
提

出
大

垣
市

長
小

川
敏

（
 
既

 
決

 
予

 
定

 
額

 
）

（
 
補

 
正

 
予

 
定

 
額

 
）

（
　

　
　

　
計

　
　

　
　

）

△
２

９
，

０
０

０
１

０
８

，
１

０
０

資
本

的
収

入
１

６
８

，
０

０
０

△
２

９
，

０
０

０
１

３
９

，
０

０
０

「
当

年
度

分
損

益
勘

定
留

保
資

金
６

３
２

，
２

５
９

千
円

」
に

改
め

、
資

本
的

収
入

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

負
担

金
１

３
７

，
１

０
０

予
算

第
４

条
本

文
括

弧
書

中
「

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

対
し

不
足

す
る

額
１

，
１

６
７

，
０

０
０

千
円

」
を

「
資

本
的

収
入

額

が
資

本
的

支
出

額
に

対
し

不
足

す
る

額
１

，
１

９
６

，
０

０
０

千
円

」
に

、
「

当
年

度
分

損
益

勘
定

留
保

資
金

６
０

３
，

２
５

９
千

円
」

を

収
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

入
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（
単

位
：

千
円

）

既
決

予
定

額
補

正
予

定
額

計
備

　
　

　
考

1
.
水

道
事

業
収

益
2
,
2
8
8
,
0
0
0

△
 
3
1
,
0
0
0

2
,
2
5
7
,
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0
0

2
.
営

業
外

収
益

4
1
1
,
3
0
0

△
 
3
1
,
0
0
0

3
8
0
,
3
0
0

3
.
雑

収
益

2
1
5
,
9
0
0

△
 
3
1
,
0
0
0

1
8
4
,
9
0
0

（
単

位
：

千
円

）

既
決

予
定

額
補

正
予

定
額

計
備

　
　

　
考

1
.
水

道
事

業
費

用
2
,
0
2
9
,
0
0
0

△
 
1
0
,
4
0
0

2
,
0
1
8
,
6
0
0

1
.
営

業
費

用
1
,
8
7
2
,
5
0
0

△
 
2
9
,
4
0
0

1
,
8
4
3
,
1
0
0

2
.
配

水
及

び
給

水
費

4
8
8
,
4
0
0

△
 
2
9
,
4
0
0

4
5
9
,
0
0
0

2
.
営

業
外

費
用

1
5
6
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

1
7
5
,
0
0
0

2
.
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
4
1
,
0
0
0

1
9
,
0
0
0

6
0
,
0
0
0

収
　

益
 
 
的

 
 
収

 
 
入

 
 
及

 
 
び

 
 
支

 
 
出

支
　

　
　

　
　

　
　

出

款
項

収
　

　
　

　
　

　
　

入

款
項

目

平
成

３
０

年
度

大
垣

市
水

道
事

業
会

計
補

正
予

算
実

施
計

画

目
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議第２７号  

大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  

 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  

 大垣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１号）の一部

を次のように改正する。  

 第８条に次の１項を加える。  

３  前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務に関し必要な事項は、市の規則で定める。  

   附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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議第２８号  

大垣市手数料徴収条例の一部改正について  

 大垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

大垣市手数料徴収条例（平成１２年条例第２号）の一部を次のように改正

する。  

 別表７の部１の項中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同部２の

項中「第８７条の２第１項」を「第８７条の４第１項」に改め、同部７の項及

び９の項中「第８７条の２」を「第８７条の４」に改め、同部中６１の項を

６５の項とし、同部６０の項中「第８６条の８第３項」の次に「（法第８７条

の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同項を同部６２の項とし、

同項の次に次の２項を加える。  

63 法第87条の3第 5項に規定す

る建築物の用途を変更して興

行場等に一時的に使用する許

可の申請に対する審査  

用途変更興行

場等一時使用

許可申請手数

料  

1件につき  12万円  

64 法第87条の3第 6項に規定す

る建築物の用途を変更して特

別興行場等に一時的に使用す

る許可の申請に対する審査  

用途変更特別

興行場等一時

使用許可申請

手数料  

1件につき  16万円  

 別表７の部５９の項中「第８６条の８第１項」の次に「又は法第８７条の２

第１項」を加え、同項を同部６１の項とし、同部中３５の項から５８の項まで

を２項ずつ繰り下げ、同部３４の項中「第６７条の３第９項第２号」を「第

６７条第９項第２号」に改め、同項を同部３６の項とし、同部３３の項中「第

６７条の３第５項第２号」を「第６７条第５項第２号」に改め、同項を同部

３５の項とし、同部３２の項中「第６７条の３第３項第２号」を「第６７条第

３項第２号」に改め、同項を同部３４の項とし、同部中２０の項から３１の項

までを２項ずつ繰り下げ、同部１９の項中「第５３条第５項第３号」を「第

５３条第６項第３号」に改め、同項を同部２１の項とし、同部中１８の項を

２０の項とし、１７の項を１９の項とし、同部１６の項中「審査」の次に「（１７

及び１８に掲げるものを除く。）」を加え、同項の次に次の２項を加える。  
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17 法第48条第1項ただし書、第

2項ただし書、第 3項ただし書、

第4項ただし書、第 5項ただし

書、第6項ただし書、第 7項た

だし書、第8項ただし書、第 9

項ただし書、第 10項ただし書、

第11項ただし書、第 12項ただ

し書、第13項ただし書又は第

14項ただし書（法第 87条第2

項若しくは第3項又は法第 88

条第2項において準用する場

合を含む。）に規定する用途地

域等における建築物の建築等

の許可の申請に対する審査で

法第48条第16項第 1号に該当

する場合  

法第 48条第 16

項第 1号に該

当する用途地

域内建築等許

可申請手数料  

1件につき  12万円  

18 法第48条第1項ただし書、第

2項ただし書、第 3項ただし書、

第4項ただし書、第 5項ただし

書、第6項ただし書、第 7項た

だし書、第8項ただし書、第 9

項ただし書、第 10項ただし書、

第11項ただし書、第 12項ただ

し書、第13項ただし書又は第

14項ただし書（法第 87条第2

項若しくは第3項又は法第 88

条第2項において準用する場

合を含む。）に規定する用途地

域等における建築物の建築等

の許可の申請に対する審査で

法第48条第16項第 2号に該当

する場合  

法第 48条第 16

項第 2号に該

当する用途地

域内建築等許

可申請手数料  

1件につき  14万円  

   附 則  

 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）

附則第１条本文に規定する施行の日から施行する。   
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議第２９号  

大垣市立幼稚園条例等の一部改正について  

 大垣市立幼稚園条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市立幼稚園条例等の一部を改正する条例  

 （大垣市立幼稚園条例の一部改正）  

第１条  大垣市立幼稚園条例（昭和２７年条例第４号）の一部を次のように改

正する。  

  第２条中「大垣市立南幼稚園  大垣市美和町１８７１番地」及び「大垣市

立江東幼稚園  大垣市内原３丁目１３５番地」を削り、「大垣市立小野幼稚

園 大垣市小野１丁目１７１番地」を「大垣市立三城幼保園（幼稚園部） 大

垣市東町３丁目２７番地１」に改める。  

 （大垣市立保育所設置条例の一部改正）  

第２条  大垣市立保育所設置条例（昭和４８年条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第２条中「大垣市立三城保育園  大垣市小野２丁目２７番地」を削り、  

 「大垣市立すもと保育園        大垣市外渕４丁目６７番地」を  

「大垣市立綾里幼保園（保育園部）   大垣市綾野５丁目８７番地  

大垣市立すもと保育園        大垣市外渕４丁目６７番地   に、 

大垣市立三城幼保園（保育園部）   大垣市東町３丁目２７番地１」  

「大垣市立青墓幼保園（保育園部）   大垣市青墓町２丁目２２８番地  

大垣市立綾里幼保園（保育園部）   大垣市綾野５丁目８７番地   」  

「大垣市立青墓幼保園（保育園部）  大垣市青墓町２丁目２２８番地」に

改める。  

   附 則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

を  
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議第３０号  

大垣市障害者福祉年金条例の一部改正について  

大垣市障害者福祉年金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市障害者福祉年金条例の一部を改正する条例  

 大垣市障害者福祉年金条例（昭和４５年条例第２号）の一部を次のように改

正する。  

 第２条第１項中「障害者とは」を「この条例において「障害者」とは」に改

め、同条第２項中「児童」を「この条例において「児童」」に、「者を」を「も

のを」に改め、同条第３項中「保護者」を「この条例において「保護者」」に、

「者を」を「ものを」に改める。  

 第５条第１項第１号中「障害者」の次に「（市長が別に定める者を除く。）」

を加える。  

第６条第２項を削る。  

 第８条第１項を次のように改める。  

市長は、受給者の属する世帯が年金の支給を受ける年度（４月から６月ま

での間にあっては前年度）に納付すべき市町村民税の課税世帯であるときは、

当該受給者にその年の７月から翌年の６月までの年金を支給しない。  

   附 則  

この条例は、平成３１年４月１日から施行し、同月以後の月分の障害者福祉

年金の支給について適用する。  
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議第３１号 

大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部改正について  

大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

  平成３１年３月４日  提出 

大垣市長   小  川   敏 

 

大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正する条例  

 大垣市母子家庭等医療費助成に関する条例（昭和５４年条例第２３号）の一

部を次のように改正する。  

 第３条第３号中「９月まで」を「１０月まで」に改める。  

   附 則  

 この条例は、平成３１年７月１日から施行する。  
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議第３２号  

大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  

大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

 大垣市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第１６号）の一部

を次のように改正する。  

 第１４条の見出し中「利率」の次に「及び保証人」を加え、同条に次の２項

を加える。  

２  災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければなら

ない。 

３  前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担

するものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

第１５条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改

める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （経過措置）  

２  改正後の第１４条及び第１５条第３項の規定は、施行日以後に生じた災害

により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて

適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災

害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。  
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議第３３号  

大垣市国民健康保険条例の一部改正について  

大垣市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 大垣市国民健康保険条例（昭和３５年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。  

 第１７条の６中「５８万円」を「６１万円」に改める。  

 第２１条第１項中「５８万円」を「６１万円」に改め、同項第２号中「２７

万５，０００円」を「２８万円」に改め、同項第３号中「５０万円」を「５１

万円」に改め、同条第３項及び第４項中「５８万円」を「６１万円」に改める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置）  

２  改正後の第１７条の６及び第２１条の規定は、平成３１年度以後の年度分 

の保険料について適用し、平成３０年度分までの保険料については、なお従

前の例による。  
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議第３４号 

大垣市墓地条例の一部改正について 

大垣市墓地条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。  

  平成３１年３月４日  提出 

大垣市長   小  川   敏 

 

大垣市墓地条例の一部を改正する条例  

 大垣市墓地条例（昭和５６年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条を次のように改める。  

（使用の許可） 

第４条  墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければ

ならない。 

２  墓地を使用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。  

 ⑴ 本市に本籍又は住所を有する者  

 ⑵ その他市長が特別の事由があると認める者  

３  前項第１号に該当する者として第１項の許可を受けたものは、市外に本籍

又は住所を移した後においても当該墓地を使用できるものとする。  

第５条中「前条第１項」を「前条第２項」に改める。  

第６条第１項及び第７条中「第４条」を「第４条第１項」に改める。  

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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議第３５号  

大垣市営住宅条例の一部改正について  

大垣市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市営住宅条例の一部を改正する条例  

 大垣市営住宅条例（平成９年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第７項中「１人とする」を「１人とし、又は必要としない」に改

める。  

附則中第１３項を第１４項とし、第９項から第１２項までを１項ずつ繰り下

げ、第８項の次に次の１項を加える。  

（期限を定めた退去の要請による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例） 

９  当分の間、特に老朽化が著しく市長が期限を定め退去を要請するものとし

て指定した市営住宅の入居者が、当該退去期限までに他の市営住宅に新たに

入居する場合において、新たに入居する市営住宅の家賃の額が従前の市営住

宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは、第１４条第１項若しくは第

４項、第３１条第１項若しくは第３項、第３３条第１項又は第４０条の規定

にかかわらず、新たに入居する市営住宅の家賃の額から従前の市営住宅の最

終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ

同表の右欄に定める率を乗じて得た額を減額するものとする。  

入居期間  率  

３年以下の場合  ６分の６  

３年を超え４年以下の場合  ６分の５  

４年を超え５年以下の場合  ６分の４  

５年を超え６年以下の場合  ６分の３  

６年を超え７年以下の場合  ６分の２  

７年を超え８年以下の場合  ６分の１  

   附 則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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議第３６号  

大垣市情報工房条例等の一部改正について  

大垣市情報工房条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。  

  平成３１年３月４日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

大垣市情報工房条例等の一部を改正する条例  

 （大垣市情報工房条例の一部改正）  

第１条 大垣市情報工房条例（平成９年条例第２１号）の一部を次のように改

正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第７条、第１２条関係）  

時間区分  

 

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  時間延長 1

時間につ

き  

午前9時か

ら正午ま

で 

午後 1時か

ら午後 5時

まで  

午後 6時か

ら午後 9時

半まで  

午前 9時か

ら午後 9時

半まで  

スインクホール  12,030円 16,050円 17,550円 38,790円 5,030円 

セミナー室  4,310 5,750 6,290 13,910 1,800 

研修室 9,870 10,700 11,020 26,870 3,480 

多目的研修室  4,120 5,510 6,020 13,320 1,720 

会議室1 850 1,150 1,250 2,780 350 

会議室2 850 1,150 1,250 2,780 350 

会議室3 2,490 3,320 3,630 8,040 1,030 

会議室4 3,800 5,070 5,540 12,250 1,590 

創作コーナー  一般 1人1時間につき  230 

中学生／小学生  1人 1時間につき  110 

 備考  

1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金に、入場料等（消費

税を除く。）が、1,000円未満の場合は100分の130、1,000円以上3,000円

未満の場合は100分の150、3,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た

額（その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。  

  2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

  3 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数を生じたときは、こ
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れを1時間に切り上げるものとする。  

  4 附属設備等の利用料金は、市長が別に定める額とする。  

 （大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正）  

第２条  大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例（昭和５９年条例

第１号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第４項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

 （大垣市地区センター条例の一部改正）  

第３条 大垣市地区センター条例（昭和６０年条例第３号）の一部を次のよう  

 に改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１０条関係）  

  ア 大垣市東地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

集会室 830円 830円 830円 2,090円 

第1会議室 620円 620円 620円 1,570円 

第2会議室 520円 520円 520円 1,250円 

  イ 大垣市北地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 5,230円 

会議室1 520円 520円 830円 1,870円 

会議室2 620円 620円 1,040円 2,280円 

和室1 520円 520円 830円 1,870円 

和室2 620円 620円 1,040円 2,280円 

  ウ 大垣市西地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 
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エ 大垣市南地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

ホール 全室使用  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

分割使用  830円 830円 1,150円 2,410円 

会議室A 520円 520円 830円 1,570円 

会議室B 520円 520円 830円 1,570円 

会議室C 520円 520円 830円 1,570円 

和室全室  1,040円 1,040円 1,570円 3,140円 

和室A 730円 730円 1,040円 2,090円 

和室B 520円 520円 830円 1,570円 

  オ 大垣市三城地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 

調理室 1,040円 1,040円 1,360円 2,610円 

  カ 大垣市和合地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 

洋室 520円 520円 830円 1,570円 

  キ 大垣市赤坂東地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前9時から

午後9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 5,230円 

会議室 520円 520円 830円 1,870円 

72



和室 520円 520円 830円 1,870円 

調理室 1,040円 1,040円 1,570円 3,650円 

  ク 大垣市安井地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 

調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

  ケ 大垣市宇留生地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 

調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

  コ 大垣市荒崎地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前9時から

午後9時まで 

ホール 1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 
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調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

  サ 大垣市日新地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 全室使用  830円 830円 1,250円 2,610円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

和室 520円 520円 830円 1,570円 

  シ 大垣市江東地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的ホール  2,090円 2,090円 3,140円 6,280円 

和室 全室使用  830円 830円 1,250円 2,610円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

料理教室  1,040円 1,040円 1,570円 3,140円 

学習室 520円 520円 830円 1,570円 

遊戯室 無料 

  ス 大垣市興文地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

1階和室 520円 520円 520円 1,560円 

1階会議室 520円 520円 520円 1,560円 

1階2室使用 830円 830円 830円 2,490円 

2階会議室 1,040円 1,040円 1,040円 3,120円 

  セ 大垣市赤坂地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 
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多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 5,230円 

和室 全室使用  830円 830円 1,250円 2,610円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

会議室 520円 520円 830円 1,570円 

調理室 1,040円 1,040円 1,570円 3,140円 

ソ 大垣市綾里地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

和室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 

調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

  タ 大垣市川並地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

和室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 

調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 
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チ 大垣市中川地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室1 830円 830円 1,360円 2,090円 

会議室2 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

和室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 

調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

  ツ 大垣市青墓地区センター利用料金  

使用時間  

 

室名 

使用時間区分  

午前9時から

午後1時まで 

午後 1時から

午後 5時まで  

午後 5時から

午後 9時まで  

午前 9時から

午後 9時まで 

多目的

ホール 

全室使用  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

分割使用  830円 830円 1,360円 2,510円 

会議室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

和室 全室使用  830円 830円 1,360円 2,090円 

分割使用  520円 520円 830円 1,570円 

調理室 会議等の

開催 

520円 520円 830円 1,570円 

調理設備

の使用 

1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

 備考 センターに係る冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定め  

  る額を加算する。  

 （大垣市多目的交流イベントハウス設置条例の一部改正）  

第４条  大垣市多目的交流イベントハウス設置条例（平成１９年条例第３０

号）の一部を次のように改正する。  
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  別表展示室の項中「２００円」を「２１０円」に改める。  

附 則 

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （大垣市情報工房条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の大垣市情報工房条例別表の規定は、施行日以 

 後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金に  

 ついては、なお従前の例による。  

 （大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正に伴う経過

措置） 

３  第２条の規定による改正後の大垣市行政財産の目的外使用に係る使用料

徴収条例第２条第４項の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適

用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市地区センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  第３条の規定による改正後の大垣市地区センター条例別表の規定は、施行  

 日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料  

 金については、なお従前の例による。  

 （大垣市多目的交流イベントハウス設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

５  第４条の規定による改正後の大垣市多目的交流イベントハウス設置条例

別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前

の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。  
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議第３７号  

大垣市総合福祉会館条例等の一部改正について  

大垣市総合福祉会館条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。  

  平成３１年３月４日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市総合福祉会館条例等の一部を改正する条例  

 （大垣市総合福祉会館条例の一部改正）  

第１条  大垣市総合福祉会館条例（昭和６０年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

  別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第１２条関係）  

  会館利用料金  

時間区分  

 

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  時間延長 1

時間につ

き  

午前 9時か

ら正午ま

で  

午後 1時か

ら午後 4時

まで  

午後 5時か

ら午後 9時

まで  

午前 9時か

ら午後 9時

まで  

ホ

ー

ル 

平日 8,850円 15,170円 22,760円 37,940円 6,310円 

土曜日、日曜

日及び休日  

12,640 22,760 31,610 56,910 8,850 

会議室 2,510 3,150 4,420 8,850 870 

第1研修室 1,250 1,630 2,510 5,050 490 

第2研修室 1,880 2,510 3,780 7,570 750 

第1教養室 620 870 1,250 2,510 240 

第2教養室 1,250 1,630 2,510 5,050 490 

視聴覚室  620 870 1,250 2,510 240 

調理室 3,780 3,780 5,050 10,110 990 

 備考 

 1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に、  

入場料等（消費税を除く。）が1,000円未満の場合は100分の130、1,000 

円以上3,000円未満の場合は 100分の 150、 3,000円以上の場合は 100分の

200を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、これを切

り捨てた額）とする。  
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  2 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数を生じたときは、こ

れを1時間に切り上げるものとする。  

  3 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 

178号）に規定する休日をいう。  

  別表第２中「２４，８４０」を「２５，３００」に改める。  

 （大垣市中川ふれあいセンター条例の一部改正）  

第２条  大垣市中川ふれあいセンター条例（平成５年条例第２８号）の一部を

次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１２条関係）  

時間区分  

 

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  時間延長 1

時間につ

き  

午前 9時か

ら正午ま

で  

午後 1時か

ら午後 4時

まで  

午後 5時か

ら午後 9時

まで  

午前 9時か

ら午後 9時

まで  

ホ 

ー 

ル 

平日 10,110円 16,420円 24,020円 40,470円 7,570円 

土曜日、日曜

日及び休日  

13,880 24,020 32,870 59,450 10,110 

集会室（全室）  4,420 5,680 8,200 16,420 1,630 

集会室（大）  3,150 4,150 6,310 12,640 1,250 

集会室（小）  1,880 2,510 3,780 7,570 750 

会議室（大）  1,630 2,010 2,900 5,680 620 

会議室（小）  620 870 1,250 2,510 240 

第1研修室 1,250 1,630 2,510 5,050 490 

第2研修室 1,250 1,630 2,510 5,050 490 

作業室 1,250 1,630 2,510 5,050 490 

ボランティア室  750 990 1,500 3,020 360 

第1娯楽室 750 990 1,500 3,020 360 

第2娯楽室 750 990 1,500 3,020 360 

 備考 

  1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に、  

入場料等（消費税を除く。）が 1,000円未満の場合は100分の130、1,000 

円以上 3,000円未満の場合は 100分の 150、 3,000円以上の場合は 100分の

200を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、これを切
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り捨てた額）とする。

  2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

  3 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数を生じたときは、こ

れを1時間に切り上げるものとする。  

  4 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 

178号）に規定する休日をいう。  

 （大垣市老人福祉センター条例の一部改正）  

第３条  大垣市老人福祉センター条例（昭和５０年条例第１３号）の一部を次

のように改正する。  

別表⑵の表中「５４０円」を「５５０円」に、「２６０円」を「２７０円」

に、「１，６２０円」を「１，６５０円」に、「８１０円」を「８２０円」に

改め、同表⑶の表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５３０円」

を「５４０円」に、「３００円」を「３１０円」に、「１，４８０円」を

「１，５００円」に改める。  

 （大垣市立学校施設使用条例の一部改正）  

第４条 大垣市立学校施設使用条例（昭和３４年条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第４条関係）

時間区分  

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  

午前 8時から

午後 1時まで 

午後 1時から

午後 6時まで  

午後6時から

午後10時まで  

午前 8時から

午後 10時まで 

運動場 円  

620 

円  

620 

円 

620 

円 

1,500 

体

育

館 

330㎡未満 490 490 490 1,180 

330㎡以上

490㎡未満 

870 870 870 2,100 

490㎡以上

660㎡未満 

1,250 1,250 1,250 3,020 

660㎡以上 1,630 1,630 1,630 3,930 

特別教室等  240 240 240 580 

備

考 

1 使用許可時間を超過した場合は、1時間につき使用料金の3割増とする。 

2 照明及びガス設備等の使用に係る使用料については、市長の定める

額とする。  
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 （大垣市青年の家設置条例の一部改正）  

第５条 大垣市青年の家設置条例（昭和３９年条例第４０号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１４条関係）  

  1 会場利用料金  

時間区分  

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  

午前 9時から 

午後 1時まで 

午後 1時から  

午後 5時まで  

午後 5時から  

午後 10時まで  

午前 9時から  

午後 10時まで 

工作室 620円 620円 1,040円 1,930円 

食堂 940 940 1,570 2,930 

料理教室  780 780 1,310 2,410 

講堂 3,140 3,140 5,230 9,790 

研修室 1,570 1,570 2,610 4,870 

礼法室 620 620 1,040 1,930 

第一宿泊室  620 620 1,040 1,930 

第二宿泊室  1,250 1,250 2,090 3,870 

第一教室  620 620 1,040 1,930 

第二教室  620 620 1,040 1,930 

小会議室  620 620 1,040 1,930 

備考 1 第一宿泊室及び第二宿泊室の利用料金の適用について

は、会議等に使用する場合に限る。  

2 附属設備、冷暖房設備等を使用する場合は、市長が定め

る額を加算する。  

 2 宿泊料等  

使用区分  単位  利用料金  

講師宿泊室  1室1泊 3,140円 

第一宿泊室  

第二宿泊室  

1人1泊 520 

備考 

 1 使用時間は、当日の午後 5時から翌日の午前 9時までとする。  

 2 市外のもの（団体にあっては、その事務所の所在地が市外であるもの

をいう。）が使用する場合の利用料金は、上記の利用料金に 2を乗じて得

た額とする。  
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 3 上記のほか、冷暖房、スリーピングシーツ等の利用料金については、

市長が定める額を加算する。  

 （大垣城ホール条例の一部改正）  

第６条  大垣城ホール条例（昭和６３年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

  別表を次のように改める。  

 別表（第１３条関係）  

大垣城 

ホール 

区分 金額  

午前 午後  夜間  全日  時間外  

9:00～

13:00 

13:00～

17:00 

17:00～

21:00 

9:00～

21:00 

1時間

につき  

団

体

利

用 

大

ホ

ー

ル 

入場料等

を徴収し

ないとき  

平日 円 

3,020 

円 

6,060 

円 

6,060 

円 

13,650 

円 

1,500 

土曜日・

日曜日・

休日 

4,540 9,090 9,090 20,480 2,270 

入場料等

を徴収す

るとき  

平日 6,060 12,140 12,140 27,310 3,020 

土曜日・

日曜日・

休日 

9,090 18,200 18,200 40,970 4,540 

多

目

的

室 

平日  990 2,010 2,010 4,540 490 

土曜日・日曜日・休日 1,500 3,020 3,020 6,820 750 

会

議

室 

第一会議室  2,510 3,270 4,150 8,980 870 

第二会議室  1,250 1,630 2,010 4,430 490 

第三会議室  620 750 870 2,030 240 

研修室  2,510 3,270 4,150 8,980 870 

ロビー  990 2,010 2,010 4,540 490 

個

人

利

用 

卓球 大人 210 210 210 520   

小学生 

中学生 

高校生 

50 50 50 120 

高齢者 100 100 100 260 
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附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の

定める額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

3 興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が市内の者

である場合の利用料金に 5を乗じて得た額とする。  

4 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位で

計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1

時間とする。  

5 大ホールの床面積を 2分の1又は 3分の 1として使用する場合の利用料金

は、それぞれの利用料金の 2分の 1又は 3分の 1相当額とする。  

6 利用料金に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。  

7 スポーツ個人利用の場合は、別に定める額とする。  

8 照明設備等については、市長の定める額とする。  

9 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

10 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178号）に規定する休日をいう。  

 （大垣市公民館条例の一部改正）  

第７条  大垣市公民館条例（昭和５７年条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

  別表中「５４０円」を「５５０円」に改める。  

 （大垣市時山健康増進施設設置条例の一部改正）  

第８条 大垣市時山健康増進施設設置条例（平成１７年条例第４２号）の一部

を次のように改正する。   

  別表中「４３０円」を「４４０円」に改める。  

 （大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部改正）  

第９条 大垣市体育諸施設の設置等に関する条例（昭和４７年条例第５号）の

一部を次のように改正する。  

  別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第１４条関係）  

⑴ 北公園  
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野

球

場 

区分 金額  

午前 午後  夜間  全日 

6:00～

8:10 

8:10～

10:20 

10:20～

12:30 

12:30～

14:40 

14:40～

16:50 

16:50～

19:00 

19:00～

21:30 

6:00～

21:30 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

円  

2,510 

円 

2,510 

円 

2,510 

円 

2,510 

円 

2,510 

円 

2,510 

円 

2,510 

円 

13,900 

6,310 6,310  

入場料

等を徴

収する

とき 

7,570 7,570 7,570 7,570 7,570 7,570 7,570 41,720 

18,960 18,960  

会議室 3,150 3,150 3,780 9,090 

審判室 1,250 1,250 1,250 3,020 

記録室 

・放送

室 

1,250 1,250 1,250 3,020 

本部室 1,250 1,250 1,250 3,020 

記者室 1,250 1,250 1,250 3,020 

更衣室

(1室に

つき) 

1,250 1,250 1,250 3,020 

控室(1

室につ

き) 

1,250 1,250 1,250 3,020 

スコア

ボード 

6,310 6,310 6,310 15,170 

附属設

備等 

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。  

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に 2を乗じて得た額と

する。 

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が
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市内の者である場合の利用料金に 5を乗じて得た額とする。  

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位

で計算することができる。この場合において、 1時間未満の端数はこれ

を1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

4 照明設備等については、市長の定める額とする。  

 

陸

上

競

技

場 

区分 金額  

午前  午後  夜間  全日 

6:00～ 

12:30 

12:30～ 

19:00 

19:00～ 

21:30 

6:00～ 

21:30 

団体利用  円 

1,250 

円  

1,250 

円  

1,250 

円 

3,020 

個

人

利

用 

一般（1人につき）  1回 210 

回数券  11片綴  2,100 

年間利用料金  21,120 

小学生／中学生／高

校生／高齢者  

（1人につき）  

1回 50 

回数券  11片綴  500 

年間利用料金  5,280 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定め

る額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

3 照明設備等については、市長の定める額とする。  

 

相撲場 金額  

午前 午後  全日 

6：00～12：30 12： 30～19：00 6： 00～ 19： 00 

無料とする。  

⑵ 西公園  

区分  金額  

午前  午後  夜間  全日  
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6： 00～

12： 30 

12：30～

17：00 

17：00～

21： 30 

6： 00～

21：30 

庭

球

場 

団

体

利

用 

入場料等を徴収

しないとき  

1面 円 

1,500 

円  

1,500 

円 

1,500 

円 

3,630 

入場料等を徴収

するとき  

4,540 4,540 4,540 10,910 

個

人

利

用 

一般（1人につき）  310 310 310 730 

小学生／中学生／高校生  

（1人につき）  

100 100 100 260 

高齢者（1人につき）  210 210 210 480 

一般（1人につき）  年間利用料金  13,200 

昼間年間利用料金（施設の利用は開

場から午後 5時まで）  10,550 

小学生／中学生／高校生  

（1人につき）  

年間利用料金  4,400 

高齢者（1人につき）  年間利用料金  9,240 

昼間年間利用料金（施設の利用は開

場から午後 5時まで）  7,370 

運営事務室  870 1,250 1,500 3,300 

会議室 870 1,250 1,500 3,300 

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

室 

一般（1人につき）  150 150 150 410 

中学生／高校生（1人につき）  50 50 50 120 

一般（1人につき）  月間利用料金  1,640 

中学生／高校生（1人につき）  月間利用料金  540 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市

長の定める額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に 2を乗じて得た額とする。 
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3 照明設備等については、市長の定める額とする。  

⑶ 大垣市民プール  

市

民

プ

ー

ル 

個人使用  一般 1回  300円 

回数券  11片綴  3,000円 

高校生 1回  200円 

回数券  11片綴  2,000円 

小学生 

中学生 

高齢者 

1回  100円 

回数券  11片綴  1,000円 

団体使用（引率

者 の あ る 30人

以上の場合）  

一般 1人  200円 

高校生 1人  100円 

小学生 

中学生 

高齢者 

1人  50円  

専用使用（プー

ル を 占 有 す る

場合） 

50メートルプール  1時間 1コース  650円 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に 2を乗じて得た額とする。 

3 幼児（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。）については、無

料とする。ただし、保護者同伴の者に限る。  

⑷ 杭瀬川野球場  

無料とする。  

⑸ 南公園運動場  

区分 金額  

午前 午後  夜間  全日 

6:00～ 

8:10 

8:10～ 

10:20 

10:20～ 

12:30 

12:30～ 

14:40 

14:40～ 

16:50 

16:50～ 

19:00 

19:00～ 

21:30 

6:00～ 

21:30 

野

球

入場料

等を徴

円  

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円  

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

8,330 
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場 収しな

いとき 

3,780 3,780  

入場料

等を徴

収する

とき 

4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 25,030 

11,370 11,370  

附属設

備等 

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。  

サ

ッ

カ

ー

場 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500  7,280 

3,780 3,780 

入場料

等を徴

収する

とき 

4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540  21,840 

11,370 11,370 

庭

球

場 

区分  金額  

午前  午後  夜間  全日  

6： 00～

12：30 

12：30～

17：00 

17：00～

21：30 

6： 00～

21：30 

団

体

利

用 

入場料等を徴

収しないとき  

1面 円  

1,500 

円  

1,500 

円 

1,500 

円 

3,630 

入場料等を徴

収するとき  

4,540 4,540 4,540 10,910 

個

人

利

用 

一般（1人につき）  310 310 310 730 

小学生／中学生／高校生  

（1人につき）  

100 100 100 260 

高齢者（1人につき）  210 210 210 480 

一般（1人につき）  年間利用料金  13,200 

昼間年間利用料金（施設の利用は開場か

ら午後 5時まで）  10,550 

小学生／中学生／高校生  

（1人につき）  

年間利用料金  4,400 

高齢者（1人につき）  年間利用料金  9,240 
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昼間年間利用料金（施設の利用は開場か

ら午後 5時まで）  7,370 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の

定める額とする。  

会

議

室 

区分 金額  

午前 午後 夜間  全日  

9:00～13:00 13:00～17:00 17:00～21:00 9:00～21:00 

会議室 円 

600 

円  

1,210 

円 

1,210 

円 

2,730 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。  

3 野球場及び庭球場の照明設備等については、市長の定める額とする。 

⑹ 三城公園  

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

場 

金額 

午前  午後  夜間  全日  

6:00～

8:10 

8:10～ 

10:20 

10:20～

12:30 

12:30～

14:40 

14:40～

16:50 

16:50～

19:00 

19:00～

21:30 

6:00～ 

21:30 

円 

1,250 

円 

1,250 

円 

1,250 

円  

1,250 

円  

1,250 

円  

1,250 

円 

1,250 

円 

6,940 

3,150 3,150  

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。  

2 照明設備等については、市長の定める額とする。  

⑺ 勤労身体障害者等市民プール及び庭球場  

勤

労

身

体

障

身体障害者  県内 無料  

県外 下記の個人使用又は団体使用の利用料金の

半額  

個人使用  一般 1回  200円 

回数券  11片綴 2,000円 
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害

者

等

市

民

プ

ー

ル 

高校生 1回  100円 

回数券  11片綴 1,000円 

小学生 

中学生 

高齢者 

1回  50円  

回数券  11片綴 500円 

団体使用（引率

者のある30人以

上の場合）  

一般 1人  150円 

高校生 1人  70円  

小学生 

中学生 

高齢者 

1人  30円  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

3 幼児（小学校就学の始期に達するまでの者をいう。）については、無

料とする。ただし、保護者同伴の者に限る。  

4 身体障害者の介護者については、無料とする。  

 

庭

球

場 

区分  金額  

午前  午後  全日  

6：00～12： 30 12：30～ 19：00 6：00～19：00 

団

体

利

用 

入場料等を徴収

しないとき  

1面 円 

1,500 

円  

1,500 

円 

2,420 

入場料等を徴収

するとき  

4,540 4,540 7,280 

個

人

利

用 

一般（1人につき）  310 310 520 

小学生／中学生／高

校生(1人につき ) 

100 100 150 

高齢者（1人につき） 210 210 340 

一般（1人につき）  年間利用料金  10,550 

小学生／中学生／高

校生(1人につき ) 

年間利用料金  3,510 

高齢者（1人につき） 年間利用料金  7,370 
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附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める

額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

⑻ 杭瀬川スポーツ公園 

区分 金額  

午前 午後  全日 

6:00～

8:10 

8:10～

10:20 

10:20～ 

12:30 

12:30～ 

14:40 

14:40～ 

16:50 

16:50～ 

19:00 

6:00～ 

19:00 

団

体

利

用 

野球場 円 

1,500 

円  

1,500 

円 

1,500 

円  

1,500 

円  

1,500 

円  

1,500 

円  

7,280 

3,780 3,780 

ソフトボール

場 

1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 6,060 

3,150 3,150 

サッカー場  1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,280 

3,780 3,780 

個人利用  無料とする。  

備考 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用し

ようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。  

⑼ 浅中公園総合グラウンド  

陸

上

競

技

場

・

球

技

場 

区分 金額  

午前  午後  全日  

8：30～13： 00 13： 00～ 17：00 8：30～17：00 

入場料等を徴収しな

いとき 

円  

12,640 

円 

12,640 

円 

20,230 

入場料等を徴収する

とき 

37,940 37,940 60,710 

会議室 3,150 3,150 5,050 

記録室・放送室  1,250 1,250 2,010 

本部役員室  1,500 1,500 2,420 

更衣室（1室につき） 1,500 1,500 2,420 
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トレーニング室  1,500 1,500 2,420 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額

とする。  

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が

市内の者である場合の利用料金に 5を乗じて得た額とする。  

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位

で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれ

を1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

 

区分 金額 

午前  午後  全日 

6:00～

8:10 

8:10～

10:20 

10:20～

12:30 

12:30～

14:40 

14:40～

16:50 

16:50～

19:00 

6:00～

19:00 

野

球

場 

入場料等を徴

収しないとき  

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

1,500 

円 

7,280 

3,780 3,780 

入場料等を徴

収するとき  

4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 21,840 

11,370 11,370 

本部室 2,510 2,510 4,020 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

場 

金額  

午前  午後  夜間  全日 

6:00～

8:10 

8:10～

10:20 

10:20～

12:30 

12:30～

14:40 

14:40～

16:50 

16:50～

19:00 

19:00～

21:30 

6:00～

21:30 

円 

1,250 

円 

1,250 

円 

1,250 

円  

1,250 

円 

1,250 

円  

1,250 

円 

1,250 

円 

7,090 

3,150 3,150  

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

2 照明設備等については、市長の定める額とする。  
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多

目

的

広

場 

区分 金額  

午前 午後  全日  

6:00～

8:10 

8:10～

10:20 

10:20～

12:30 

12:30～

14:40 

14:40～

16:50 

16:50～

19:00 

6:00～

19:00 

入場料等

を徴収し

ないとき  

円 

3,780 

円 

3,780 

円  

3,780 

円  

3,780 

円  

3,780 

円 

3,780 

円 

18,200 

9,480 9,480 

入場料等

を徴収す

るとき 

11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 11,370 54,640 

28,450 28,450 

会議室 3,150 3,150 5,050 

附属設備

等 

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。  

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が

市内の者である場合の利用料金に 5を乗じて得た額とする。  

⑽ 総合体育館  

総

合

体

育

館 

区分 金額  

午前  午後  夜間  全日  時間外 

9:00～

13:00 

13:00～

17:00 

17:00～

21:00 

9:00～

21:00 

1時間

につき 

団

体

利

用 

第

一

体

育

館 

競

技

場 

入場

料等

を徴

収し

ない

とき  

平日 全部を利用

するもの  

円 

3,020 

円  

6,060 

円  

6,060 

円 

13,650 

円 

1,500 

2分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

1,500 3,020 3,020 6,820 750 

3分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

990 2,010 2,010 4,540 490 
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4分の 1の

面積を 1単

位として

利用する

もの 

750 1,500 1,500 3,400 360 

土曜

日・

日曜

日・

休日 

全部を利

用するもの 

4,540 9,090 9,090 20,480 2,270 

2分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

2,270 4,540 4,540 10,230 1,130 

3分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

1,500 3,020 3,020 6,820 750 

4分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

1,130 2,270 2,270 5,110 620 

入場

料等

を徴

収す

ると

き 

平日 6,060 12,140 12,140 27,310 3,020 

土曜日・日曜日

・休日 

9,090 18,200 18,200 40,970 4,540 

第

二

体

育

館 

競

技

場 

入場

料等

を徴

収し

ない

とき  

平日 全部を利

用するもの 

1,500 3,020 3,020 6,820 750 

2分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

750 1,500 1,500 3,400 360 

土曜

日・

日曜

全部を利

用するもの 

2,270 4,540 4,540 10,230 1,130 

2分の 1の 1,130 2,270 2,270 5,110 620 
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日・

休日 

面積を 1単

位として利

用するもの 

入場

料等

を徴

収す

ると

き 

平日 3,020 6,060 6,060 13,650 1,500 

土曜日・日曜日

・休日 

4,540 9,090 9,090 20,480 2,270 

第

三

体

育

館 

競

技

場 

入場

料等

を徴

収し

ない

とき  

平日 全部を利

用するもの 

870 1,760 1,760 3,980 490 

2分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

490 870 870 2,030 240 

土曜

日・

日曜

日・

休日 

全部を利

用するもの 

1,380 2,640 2,640 6,030 750 

2分の 1の

面積を 1単

位として利

用するもの 

750 1,380 1,380 3,170 360 

入場

料等

を徴

収す

ると

き 

平日 1,760 3,530 3,530 7,960 870 

土曜日・日曜日

・休日 

2,770 5,300 5,300 12,050 1,380 

管

理

棟 

会議室 第1会議室 2,510 3,270 4,150 8,980 870 

第2会議室 1,630 2,390 3,020 6,350 620 

第3会議室 870 1,250 1,500 3,300 360 

研修室 1,630 2,390 3,020 6,350 620 

和室 750 870 990 2,370 240 

個

人

トレー

ニング

一般（ 1人につき）  150 150 150 410  

中学生／高校生  50 50 50 120 
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利

用 

室 （ 1人につき）  

一般（ 1人につき）  月間利用料金  1,640 

中学生／高校生  

（ 1人につき）  

月間利用料金  540 

競技場

一般公

開日 

一般（ 1人につき）  210 210 210 520  

中学生／高校生  

（ 1人につき）  

50 50 50 120 

高齢者（ 1人につき） 100 100 100 260 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

3 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が

市内の者である場合の利用料金に 5を乗じて得た額とする。  

4 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位

で計算することができる。この場合において、 1時間未満の端数はこれ

を1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

5 照明設備等については、市長の定める額とする。  

 

庭

球

場 

区分  金額  

午前 午後  全日  

6:00～12:30 12:30～ 19:00 6:00～19:00 

団体

利用 

入場料等を徴収

しないとき  

1面 円  

1,500 

円  

1,500 

円  

2,420 

入場料等を徴収

するとき  

4,540 4,540 7,280 

個人

利用 

一般（1人につき）  310 310 520 

小学生／中学生／高校

生（1人につき）  

100 100 150 

高齢者（ 1人につき）  210 210 340 

一般（1人につき）  年間利用料金  10,550 

小学生／中学生／高校 年間利用料金  3,510 
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生（1人につき）  

高齢者（ 1人につき）  年間利用料金  7,370 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定

める額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

⑾ 野外活動センター  

無料とする。ただし、附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。  

⑿ アーチェリー場  

区分 金額  

午前  午後  全日  

9：00～13：00 13： 00～ 17： 00 9： 00～ 17：00 

団体利用  円  

6,310 

円  

6,310 

円 

10,110 

個人利用  310 310 520 

会議室（1室につき）  1,250 1,250 2,010 

放送室 1,250 1,250 2,010 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 

備考  使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用し

ようとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

⒀ 赤坂スポーツ公園  

庭

球

場 

区分  金額  

午前 午後  全日  

6:00～12:30 12:30～ 19:00 6:00～19:00 

団

体

利

用 

入 場 料 等 を 徴 収

しないとき  

1面 円  

1,500 

円  

1,500 

円  

2,420 

入 場 料 等 を 徴 収

するとき  

4,540 4,540 7,280 

個

人

利

一般（1人につき）  310 310 520 

小学生／中学生／高校生  

（1人につき）  

100 100 150 
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用 高齢者（1人につき）  210 210 340 

一般（1人につき）  年間利用料金  10,550 

小学生／中学生／高校生  

（1人につき）  

年間利用料金  3,510 

高齢者（1人につき）  年間利用料金  7,370 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定

める額とする。  

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

 

多

目

的

運

動

広

場 

区分 金額  

午前 午後  全日 

6:00～

8:10 

8:10～

10:20 

10:20～

12:30 

12:30～

14:40 

14:40～

16:50 

16:50～

19:00 

6:00～

19:00 

全面 円 

3,020 

円  

3,020 

円 

3,020 

円  

3,020 

円  

3,020 

円  

3,020 

円  

14,560 

7,570 7,570 

1面（20m×25m） 310 310 310 310 310 310 1,500 

附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

2 広場を 2分の 1、 3分の 1又は 4分の 1として使用する場合の利用料金は、

それぞれ利用料金の 2分の1、 3分の 1又は 4分の 1相当額（ 10円未満は切

り捨てる。）とする。  

⒁ 北部体育館  

北

部

体

育

館 

区分 金額  

午前 午後  夜間  全日 時間外 

9:00

～

11:00 

11:00

～

13:00 

13:00

～

15:00 

15:00

～ 

17:00 

17:00

～ 

19:00 

19:00

～  

21:00 

9:00 

～ 

21:00 

1時間

につき 
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団

体

利

用 

平

日 

フロアー

の全部を

利用する

もの（ス

テージを

含む。） 

円 

1,500 

円  

1,500 

円  

3,020 

円  

3,020 

円 

3,020 

円 

3,020 

円 

14,410 

円 

1,500 

フロアー

の3分の

1の面積

を1単位

として利

用するも

の（ステ

ージを除

く。） 

490 490 990 990 990 990   

土

曜

日

・

日

曜

日

・

休

日 

フロアー

の全部を

利用する

もの（ス

テージを

含む。） 

2,270 2,270 4,540 4,540 4,540 4,540 21,620 2,270 

フロアー

の3分の

1の面積

を1単位

として利

用するも

の（ステ

ージを除

く。） 

750 750 1,500 1,500 1,500 1,500   

個

人

利

用 

一般（ 1人に

つき） 

210 210 210 210 210 210   

高齢者（1

人につき）  

100 100 100 100 100 100   
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附属設備等  附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。 

備考 

1 「高齢者」とは、満 65歳以上の者（年齢を証するものを提示できる者

に限る。）をいう。  

2 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

3 個人でフロアーの 3分の1未満を使用する場合は、フロアーの 3分の 1の

面積を1単位として利用する場合の利用料金を限度とする。  

4 照明設備等については、市長の定める額とする。  

⒂ 大垣市武道館  

区分  金額  

午前 午後  夜間  全日  時間外  

9:00～

13:00 

13:00～

17:00 

17:00～

21:00 

9:00～

21:00 

1時間

につき  

第

一

道

場 

団

体

利

用 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

平日  全部を利用

するもの  

円 

1,970 

円 

3,930 

円 

3,930 

円 

8,840 

円  

960 

4分の1の

面積を1単

位として利

用するもの 

490 980 980 2,210 240 

土曜日  

・日曜日

・休日  

全部を利用

するもの  

2,930 5,900 5,900 13,240 1,420 

4分の1の

面積を1単

位として利

用するもの 

730 1,470 1,470 3,310 350 

入場料

等を徴

収する

とき 

平日  3,930 7,870 7,870 17,680 1,920 

土曜日・日曜日・休日 5,860 11,810 11,810 19,860 2,850 

個

人

利

用 

当日 一般  310 310 310 930  

高校生以下  100 100 100 300  
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第

二

道

場 

団

体

利

用 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

平日  全部を利用

するもの  

1,970 3,930 3,930 8,840 960 

4分の1の

面積を1単

位として利

用するもの 

490 980 980 2,210 240 

土曜日  

・日曜日

・休日  

全部を利用

するもの  

2,930 5,900 5,900 13,240 1,420 

4分の1の

面積を1単

位として利

用するもの 

730 1,470 1,470 3,310 350 

入場料

等を徴

収する

とき 

平日  3,930 7,870 7,870 17,680 1,920 

土曜日・日曜日・休日 5,860 11,810 11,810 19,860 2,850 

個

人

利

用 

当日 一般  310 310 310 930  

高校生以下  100 100 100 300  

第

三

道

場 

近

的 

団

体

利

用 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

平日 1,000 2,020 2,020 4,530 500 

土曜日・日曜日  

・休日 

1,500 3,020 3,020 6,790 750 

入場料

等を徴

収する

とき 

平日 2,010 4,040 4,040 9,070 1,000 

土曜日・日曜日  

・休日 

3,010 6,050 6,050 13,590 1,500 

遠

的 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

平日 1,000 2,020 2,020 4,530 500 

土曜日・日曜日  

・休日 

1,500 3,020 3,020 6,790 750 

入場料

等を徴

平日 2,010 4,040 4,040 9,070 1,000 

土曜日・日曜日  3,010 6,050 6,050 13,590 1,500 
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収する

とき 

・休日 

近

的

・

遠

的

と

も 

個

人

利

用 

当日 一般 310 310 310 930  

高校生以下  100 100 100 300  

年間 一般 13,200 

高校生以下  4,400 

相

撲

場 

屋

内 

団

体

利

用 

入場料

等を徴

収しな

いとき 

平日 660 1,320 1,320 2,960 320 

土曜日・日曜日  

・休日 

980 1,980 1,980 4,440 480 

入場料

等を徴

収する

とき 

平日 1,320 2,640 2,640 5,930 650 

土曜日・日曜日  

・休日 

1,970 3,960 3,960 8,880 960 

屋

外 

 平日 320 650  870  

土曜日・日曜日  

・休日 

480 970  1,290  

屋

内

・

屋

外

と

も 

個

人

利

用 

当日 一般 310 310 310 930  

高校生以下  100 100 100 300  

会議室 第一会議室  1,110 2,220 2,220 4,990 550 

第二会議室  760 1,530 1,530 3,430 370 

第三会議室  760 1,530 1,530 3,430 370 

第四会議室  550 1,120 1,120 2,510 270 

トレ

ーニ

ング

一般（1人につき）  1回 3時間まで  310 

中学生／高校生  

（1人につき）  

1回 3時間まで  210 
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セン

ター 

一般 回数券  11片綴り  3,100 

36片綴り  9,300 

78片綴り  18,600 

昼間回数券（施設

の利用は開館から

午後 5時まで）  

13片綴り  3,100 

42片綴り  9,300 

90片綴り  18,600 

中学生 

高校生 

回数券  11片綴り  2,100 

36片綴り  6,300 

78片綴り  12,600 

昼間回数券  

(施設の利用は開館

から午後 5時まで ) 

13片綴り  2,100 

42片綴り  6,300 

90片綴り  12,600 

健康・体力診断  1回  1,040 

附属

設備等 

附属設備及び備品等については、市長の定める額とする。  

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

2 スポーツ興行を目的とする場合の利用料金は、使用しようとする者が

市内の者である場合の利用料金に 5を乗じて得た額とする。  

3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位

で計算することができる。この場合において、 1時間未満の端数はこれ

を1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

4 照明設備等については、市長の定める額とする。  

⒃ 上石津青少年グラウンド  

区分 金額  

午前 午後  夜間 (午後 5時以後) 

使用しようとす

る者が、市内の

者である場合  

円  

550 

円  

550 

円 

550 

使用しようとす

る者が、市外の

者である場合  

2,200 2,200 2,200 

備考 照明設備等については、市長の定める額とする。  

103



⒄ 上石津庭球場  

区分  金額  

1コート1時間につき  530円 

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に 2を乗じて得た額とする。 

2 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数が生じたときは、

これを1時間に切り上げるものとする。  

⒅ 上石津総合体育館  

区分 金額  

9：00～13：00 13：15～17：15 17：30～21：30 

ア

リ

ー

ナ 

全部を利用す

るもの 

円  

1,060 

円 

1,060 

円 

1,060 

2分の 1の面積

を1単位として

利用するもの  

530 530 530 

会議室 430 430 430 

備考 

1 使用しようとする者が、市外の者である場合の利用料金は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の利用料金に2を乗じて得た額とする。 

2 照明設備等については、市長の定める額とする。  

⒆ 上石津ふれあいグラウンド  

メ

イ

ン

グ

ラ

ウ

ン

ド 

区分 金額  

9：00～13： 00 13：15～17：15 17：30～21：30 

使用しようとする

者が、市内の者で

ある場合  

円  

1,060 

円  

1,060 

円 

1,060 

使用しようとする

者が、市外の者で

ある場合  

2,670 2,670 2,670 

備考 照明設備等については、市長の定める額とする。  

⒇ 墨俣庭球場  

区分 金額  

2時間以内に 照明設備を使用しない場合  1面につき  320円 
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つき 照明設備を使用する場合  2面につき  2,200円 

備考 使用しようとする者が、市外の者である場合の使用料は、使用しよ

うとする者が市内の者である場合の使用料に 3を乗じて得た額とする。  

  別表第２総合体育館の項中「１０８，０００」を「１１０，０００」に改

め、同表大垣市武道館の項中「１４２，９７０」を「１４５，６１０」に改

める。 

 （大垣市民会館条例の一部改正）  

第１０条 大垣市民会館条例（昭和４２年条例第４７号）の一部を次のように

改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１２条関係）  

時間区分  

 

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  使用時間

延長1時間

につき  

摘要 

午前9時

から正

午まで 

午後1時

から午後

4時まで  

午後 5時

から午後

9時まで  

午前 9時

から午後

9時まで  

室

名

等 

ホ

ー

ル 

土曜日、日

曜日及び休

日 

円 

22,760 

円  

37,940 

円 

56,910 

円 

101,200 

円  

16,420 

  

その他の日 16,420 29,080 41,720 75,900 11,370   

ホワイエ  5,050 6,940 8,210 16,420 1,630   

楽屋 990 990 1,630 3,150 310 1室につき 

大楽屋 2,510 2,510 3,780 6,940 620   

浴室 990 990 1,630 3,270 ―  1室につき 

第1会議室 2,510 3,150 3,780 8,210 870   

第2会議室 1,250 1,630 2,130 4,150 490   

第3会議室 1,630 2,510 3,270 6,940 750   

中会議室  2,510 3,150 3,780 8,210 870   

大会議室1 4,420 5,680 8,210 16,420 1,630  

大会議室2 3,910 5,030 7,280 14,570 1,440  

大会議室3 2,230 2,880 4,150 8,310 820  

大会議室4 1,890 2,440 3,530 7,060 700  

応接室 1,630 1,630 2,510 5,050 490   

舞台設備等  舞台設備等については、市長の定める額とする。  

 備考 
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1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に、

入場料等（消費税を除く。）が 1,000円未満の場合は100分の130、1,000

円以上 3,000円未満の場合は 100分の 150、 3,000円以上の場合は 100分の

200を乗じて得た額とする。  

  2 営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合の

利用料金は、この表に掲げる利用料金に 100分の 150を乗じて得た額と

する。 

  3 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加 算 

する。 

  4 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数を生じたときは、こ

れを1時間に切り上げるものとする。  

  5 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第

178号）に規定する休日をいう。  

 （大垣市郷土館条例の一部改正）  

第１１条 大垣市郷土館条例（昭和６０年条例第１７号）の一部を次のように

改正する。  

  別表第２を次のように改める。  

 別表第２（第５条、第７条関係）  

  郷土館会議室等の使用料  

時間区分  

 

使用区分  

午前 午後 全日  

午前9時から午後

1時まで  

午後1時から午後

5時まで  

午前9時から午後

5時まで  

会議室 1,880円 1,880円 3,020円 

画廊 1,250円 1,250円 2,010円 

備考 

1 会議室等の使用者が入場料等を徴収する場合は、この表に掲げる使用料

の2倍とする。  

2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

 （大垣市スイトピアセンター条例の一部改正）  

第１２条 大垣市スイトピアセンター条例（平成３年条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

  別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第７条、第１２条関係）  

  会館利用料金  
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時間区分  

 

 

使用区分  

午前 午後 夜間 全日  使用時

間延長

1時間

につき  

摘要 

午前9時

から正

午まで 

午後1時

から午後

4時まで 

午後5時

から午後

9時まで 

午前9時

から午後

9時まで 

学 

習 

館 

音楽堂 平日 円 

10,110 

円  

18,960 

円  

26,550 

円  

46,790 

円  

7,570 

  

土曜日、

日曜日及

び休日 

13,900 25,300 35,410 61,970 11,370   

楽屋 990 990 1,630 3,270 310 1室につき 

リハーサル室  1,380 1,380 2,510 3,780 360   

浴室 990 990 1,630 3,270 ―    

スイトピアホール 7,570 15,170 20,230 36,670 5,680   

特別会議室  3,400 4,910 7,570 15,170 1,500   

茶室 2,510 3,650 5,680 11,370 1,130   

学習室3―1 2,510 3,650 5,680 11,370 1,130   

学習室3―2 1,130 1,630 2,510 5,050 490   

学習室3―3 1,130 1,630 2,510 5,050 490   

学習室3―4 2,270 3,270 5,050 10,110 990   

学習室3―5 2,270 3,270 5,050 10,110 990   

学習室4 1,130 1,630 2,510 5,050 490  

料理実習室  5,680 5,680 6,550 16,420 1,630   

創作実習室  2,270 3,270 5,050 10,110 990 1室につき 

音楽練習室1 1,630 2,510 3,270 6,550 620   

音楽練習室2 3,270 5,050 6,550 13,130 1,250   

男女共同参画活

動室 

2,270 3,270 5,050 10,110 990   

かがやき活動室

6―1 

3,270 5,050 6,550 13,130 1,250   

かがやき活動室

6―2 

2,270 3,270 5,050 10,110 990   

かがやき活動室

6―3 

2,510 3,650 5,680 11,370 1,130   
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文 

化 

会 

館 

文化ホ

ール 

平日 13,900 26,550 37,940 65,770 10,110   

土曜日、

日曜日及

び休日  

18,960 34,150 50,600 86,010 16,420   

楽屋 990 990 1,630 3,270 310 1室につき 

リハーサル室  870 870 1,630 2,510 240   

浴室 990 990 1,630 3,270 ―  1室につき 

会議室1 1,630 2,010 2,900 5,680 620   

会議室2 3,390 4,900 7,540 15,140 1,470   

会議室3 1,630 2,010 2,900 5,680 620   

会議室4 1,630 2,010 2,900 5,680 620   

展示室3―A 午前9時から午後 5時まで  10,110 1,250   

展示室3―B 午前9時から午後 5時まで   3,550 440   

展示室3―C 午前9時から午後 5時まで   7,100 880   

展示室4―A 午前9時から午後 5時まで  20,230 2,510   

展示室4―B 午前9時から午後 5時まで   8,850 990   

展示室4―C 午前9時から午後 5時まで   8,850 990   

備考

1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に、入  

場料等（消費税を除く。）が 1,000円未満の場合は 100分の130、 1,000円  

以上3,000円未満の場合は100分の 150、3,000円以上の場合は 100分の200 

を乗じて得た額（その額に 10円未満の端数があるときは、これを切り捨  

てた額）とする。  

  2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

  3 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数を生じたときは、こ

れを1時間に切り上げるものとする。  

  4 この表において休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第

178 号）に規定する休日をいう。  

 （大垣市上石津郷土資料館設置条例の一部改正）  

第１３条 大垣市上石津郷土資料館設置条例（平成１７年条例第３６号）の一

部を次のように改正する。  

  別表第２中「５４０円」を「５５０円」に、「２６０円」を「２７０円」

に改める。 
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（大垣市日本昭和音楽村条例の一部改正）  

第１４条 大垣市日本昭和音楽村条例（平成１７年条例第３７号）の一部を次

のように改正する。 

別表第３中「１９，６７０」を「２０，０４０」に改める。  

 （大垣市墨俣さくら会館条例の一部改正）  

第１５条 大垣市墨俣さくら会館条例（平成１７年条例第４０号）の一部を次

のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第８条関係）  

⑴ さくら会館  

  1 階体育ホール  

ホール（幼児利用室を含む。）  2時間  1,100円 

ミーティングルーム  4時間   540円 

トレーニングジム  1回     100円 

スタジオ  2時間   540円 

シャワー室  1回     100円 

サウナ 1回     100円 

  1 階文化ホール  

区分 

 

午前 午後 夜間  全日  延長使用料  

午前 9時～ 

正午 

午後1時～  

午後4時 

午後 5時～  

午後 9時 30分  

午前9時～  

午後9時30分 

1時間につき 

ホール 6,600円 6,600円 9,840円 22,000円 2,200円 

楽屋 320円 320円 440円 1,100円 100円 

和室 320円 320円 440円 1,100円 100円 

展示室 540円 540円 660円 1,100円 220円 

  2 階 

研修室1 2時間  540円  

研修室2 2時間  540円  

⑵ さくら会館分館  

大会議室  4時間     1,100円 

第1集会室、第2集会室、和室  4時間  1室 540円  

 備考 

  ⑴ 使用者が営利を目的とした場合の使用料は、この表に定める使用料に

5 を乗じて得た額とする。  
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  ⑵  使用者が市内に住所又は勤務先を有する者以外の者である場合の使

用料は、この表に定める使用料に 3 を乗じて得た額とする。  

  ⑶ 使用時間を算定する場合において 1 時間未満の端数を生じたときは、

これを 1 時間に切り上げるものとする。  

   附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （大垣市総合福祉会館条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の大垣市総合福祉会館条例別表第１及び別表

第２の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料について適用し、

施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお従前の例による。 

 （大垣市中川ふれあいセンター条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  第２条の規定による改正後の大垣市中川ふれあいセンター条例別表の規

定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に

係る利用料金については、なお従前の例による。  

 （大垣市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  第３条の規定による改正後の大垣市老人福祉センター条例別表の規定は、

施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。  

 （大垣市立学校施設使用条例の一部改正に伴う経過措置）  

５  第４条の規定による改正後の大垣市立学校施設使用条例別表の規定は、施

行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料

については、なお従前の例による。  

 （大垣市青年の家設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

６  第５条の規定による改正後の大垣市青年の家設置条例別表の規定は、施行

日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料

金については、なお従前の例による。  

 （大垣城ホール条例の一部改正に伴う経過措置）  

７  第６条の規定による改正後の大垣城ホール条例別表の規定は、施行日以後

の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金につ

いては、なお従前の例による。  

 （大垣市公民館条例の一部改正に伴う経過措置）  

８  第７条の規定による改正後の大垣市公民館条例別表の規定は、施行日以後

の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料について
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は、なお従前の例による。  

 （大垣市時山健康増進施設設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

９  第８条の規定による改正後の大垣市時山健康増進施設設置条例別表の規

定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係

る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市体育諸施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

１０  第９条の規定による改正後の大垣市体育諸施設の設置等に関する条例

別表第１及び別表第２の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用

料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、

なお従前の例による。  

 （大垣市民会館条例の一部改正に伴う経過措置）  

１１  第１０条の規定による改正後の大垣市民会館条例別表の規定は、施行日

以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利用料金

については、なお従前の例による。  

 （大垣市郷土館条例の一部改正に伴う経過措置）  

１２  第１１条の規定による改正後の大垣市郷土館条例別表第２の規定は、施

行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料

については、なお従前の例による。  

 （大垣市スイトピアセンター条例の一部改正に伴う経過措置）  

１３  第１２条の規定による改正後の大垣市スイトピアセンター条例別表第

１の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の

許可に係る利用料金については、なお従前の例による。  

 （大垣市上石津郷土資料館設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

１４  第１３条の規定による改正後の大垣市上石津郷土資料館設置条例別表

第２の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の

許可に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市日本昭和音楽村条例の一部改正に伴う経過措置）  

１５  第１４条の規定による改正後の大垣市日本昭和音楽村条例別表第３の

規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に

係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市墨俣さくら会館条例の一部改正に伴う経過措置）  

１６  第１５条の規定による改正後の大垣市墨俣さくら会館条例別表の規定

は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る

使用料については、なお従前の例による。  
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議第３８号  

大垣市勤労者総合福祉センター条例等の一部改正について  

大垣市勤労者総合福祉センター条例等の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。  

  平成３１年３月４日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市勤労者総合福祉センター条例等の一部を改正する条例  

 （大垣市勤労者総合福祉センター条例の一部改正）  

第１条  大垣市勤労者総合福祉センター条例（平成１５年条例第２４号）の一

部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１２条関係）

時間区分  

 

使用区分  

午前 午後  夜間 全日  延長 1時間に

つき  9:00～

12:00 

13:00～

17:00 

18:00～

21:00 

9:00～

21:00 

ふれあいホール  全面  円 

4,180 

円 

7,140 

円  

6,480 

円 

14,350 

円 

3,010 

半面  2,080 3,570 3,230 7,140 1,540 

趣味創作室  1,480 2,080 1,760 4,840 810 

和室 1,030 1,640 1,860 4,180 930 

音楽スタジオ  1,470 2,080 2,640 5,650 1,250 

視聴覚研修室  1,760 2,640 2,640 6,380 1,250 

会議室⑴  1,370 1,860 1,640 4,500 810 

会議室⑵  1,030 1,470 1,150 3,350 590 

備考 

 1 入場料等を徴収する場合（次号に該当する場合を除く。）の利用料金

は、この表に掲げる利用料金に 100分の 200を乗じて得た額とする。  

 2 物品等の販売その他これに類する行為で使用する場合の利用料金は、

この表に掲げる利用料金に 100分の 500を乗じて得た額とする。  

 3 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。  

 4 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位 

で計算することができる。この場合において、 1時間未満の端数はこれ 

を1時間とし、利用料金に10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 
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（大垣市奥の細道むすびの地条例の一部改正）  

第２条  大垣市奥の細道むすびの地条例（平成２３年条例第３号）の一部を次

のように改正する。  

  別表第２を次のように改める。  

 別表第２（第７条、第１１条関係）

  施設使用料金表

使用時間  

 

 

室名 

午前 午後  夜間  全日  延長 1時間に

つき  午前9時

から正午

まで 

午後1時

から午後

5時まで  

午後 6時

から午後

9時まで  

午前 9時

から午後

9時まで  

多目的

室1 

全室使用  730円 830円 1,250円 2,090円 100円 

分割使用  410円 520円 730円 1,570円 100円 

多目的室2 410円 520円 730円 1,570円 100円 

 備考 

1 入場料等を徴収する場合（次号に該当する場合を除く。）の使用料は、  

この表に掲げる使用料に、入場料等（消費税を除く。）が 1,000円未満 

の場合は 100分の 130、 1,000円以上 3,000円未満の場合は 100分の 150、 

3,000円以上の場合は 100分の 200を乗じて得た額とする。  

  2 物品等の販売その他これに類する行為で使用する場合の使用料は、こ  

の表に掲げる使用料に 100分の 500を乗じて得た額とする。  

  3 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

  4 使用時間を算定する場合において 1時間未満の端数を生じたときは、こ 

れを1時間に切り上げるものとする。  

  5 附属設備等の使用料は、市長が定める額とする。  

別表第３備考４中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。  

 （大垣市職業訓練センター条例の一部改正）  

第３条  大垣市職業訓練センター条例（平成２３年条例第５号）の一部を次の

ように改正する。

  別表を次のように改める。  

 別表（第１３条関係）

時間区分  

 

使用区分  

午前 午後  夜間  全日  延長1時間

につき 午前 9時か

ら正午まで 

午後1時から

午後5時まで 

午後6時から

午後9時まで 

午前9時から

午後9時まで 

  円 円 円  円  円 
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パソコン教室⑴  2,090 4,080 3,560 8,060 1,040 

パソコン教室⑵  1,880 3,560 3,030 6,910 940 

教室 1,040 2,090 1,880 4,290 520 

研修室 2,090 4,080 3,560 8,060 1,040 

実習室 3,350 5,020 4,610 10,890 1,250 

屋外練習場  3,350 5,020 4,610 10,890 1,250 

講堂 3,030 6,070 5,650 12,880 1,570 

縫製教室  1,570 2,510 2,300 5,340 620 

和室 1,570 2,510 2,300 5,020 620 

 備考 

  1 入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に掲げる利用料金に 2を

乗じて得た額とする。  

  2 冷房設備又は暖房設備を使用した場合は、市長が定める額を加算する。 

  3 特別の理由により市長が必要と認めたときは、利用料金を 1時間単位で

計算することができる。この場合において、 1時間未満の端数はこれを 1

時間とし、利用料金に 10円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

  4 附属設備の利用料金は、市長が定める額とする。  

 （大垣市西部研修センター条例の一部改正）  

第４条  大垣市西部研修センター条例（昭和６１年条例第１９号）の一部を次

のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１２条関係）

時間区分  

 

室名 

利用料金の額  

午前8時30分

から午後0時

15分まで 

午後 1時から

午後 4時40分

まで  

午後 5時15分

から午後 9時

まで  

午前 8時 30分

から午後 9時

まで  

 

多目的ホール  

円 

5,050  

円 

5,050  

円 

7,570  

円 

15,170  

第一研修室  1,250 1,250 1,880 3,780 

第二研修室  620 620 990 1,880 

第一会議室  620 620 990 1,880 

第二会議室  620 620 990 1,880 

調理実習室  3,780 3,780 5,680 11,370 
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食品加工室  620 620 990 1,880 

 （大垣市上石津就業改善センター設置条例の一部改正）  

第５条  大垣市上石津就業改善センター設置条例（平成１７年条例第５２号）

の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第７条関係）

区分 

 

 

室名 

使用料の額  

市内利用者  市外利用者  

全日  半日 冷房料又は暖房料

等(1時間につき) 

全日  半日  冷房料又は暖房料

等(1時間につき) 

大会議室  円 

1,100 

円 

550 

円 

440 

円 

3,300 

円  

1,650 

円 

440 

小会議室、和室

(1室につき) 

550 270 150 1,650 820 150 

調理実習室  550 270 1,040 1,650 820 1,040 

備考 半日は、4時間以内とする。

 （大垣市上石津農村環境改善センター設置条例の一部改正）  

第６条  大垣市上石津農村環境改善センター設置条例（平成１７年条例第５１

号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第７条関係）

  大垣市上石津農村環境改善センター

区分 

 

 

室名 

使用料の額  

市内利用者  市外利用者  

全日 半日  冷房料又は暖房料

等(1時間につき ) 

全日 半日  冷房料又は暖房料

等 (1時間につき ) 

ホール 円 

5,500 

円 

3,300 

円  

（舞台照明・音響

を使用しない場合） 

440 

（舞台照明・音響

を使用する場合）  

2,090 

円 

16,500 

円 

9,900 

円 

（舞台照明・音響

を使用しない場合） 

440 

（舞台照明・音響

を使用する場合）  

2,090 
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会議室、

和室(1室

につき) 

550 270 150 1,650 820 150 

  大垣市上石津農村環境改善サブセンター

区分 

 

 

室名 

使用料の額  

市内利用者  市外利用者  

全日 半日  冷房料又は暖房料

等（1時間につき） 

全日  半日 冷房料又は暖房料

等（ 1時間につき） 

大会議室 円 

1,100 

円 

550 

円  

440 

円  

3,300 

円 

1,650 

円 

440 

研修室

(1室に

つき) 

550 270 150 1,650 820 150 

 備考 半日は、4 時間以内とする。  

 （大垣市時山文化伝承館設置条例の一部改正）  

第７条  大垣市時山文化伝承館設置条例（平成１７年条例第５５号）の一部を

次のように改正する。  

 別表第２中「５４０」を「５５０」に、「２６０」を「２７０」に、

「１，６２０」を「１，６５０」に、「８１０」を「８２０」に改める。  

 （大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条例の一部改正）  

第８条  大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条例（平成１７年条例第５３

号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第７条関係）

区分 

 

 

室名 

使用料の額  

市内利用者  市外利用者  

全日 半日  冷房料又は暖房料

等（1時間につき） 

全日 半日  冷房料又は暖房料

等（ 1時間につき） 

研修ホ

ール 

円 

1,100 

円 

550 

円  

440 

円 

3,300 

円 

1,650 

円 

440 

会議室、

和室(1室

につき) 

550 270 150 1,650 820 150 
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調理実

習室 

550 270 1,040 1,650 820 1,040 

 備考 半日は、4 時間以内とする。  

 （大垣市えぼしふれあい会館設置条例の一部改正）  

第９条  大垣市えぼしふれあい会館設置条例（平成１７年条例第５６号）の一

部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第７条関係）

区分 

 

 

室名 

使用料の額  

市内利用者  市外利用者  

全日 半日  冷房料又は暖房料

等（1時間につき） 

全日 半日  冷房料又は暖房料

等（ 1時間につき） 

ホール 円 

1,100 

円 

550 

円  

440 

円 

3,300 

円 

1,650 

円 

440 

 備考 半日は、4 時間以内とする。

 （大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例の一部改正）  

第１０条  大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例（平成１７年条例第５８号）

の一部を次のように改正する。  

別表中「１，０８０円」を「１，１００円」に、「５４０円」を「５５０

円」に改める。  

 （大垣市市民農園設置条例の一部改正）  

第１１条  大垣市市民農園設置条例（平成２１年条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  別表市民菜園の項中「４，１１０円」を「４，１９０円」に改め、同表高  

 齢者健康農園の項中「２，０５０円」を「２，０９０円」に改める。  

 （大垣市公設地方卸売市場業務条例の一部改正）  

第１２条 大垣市公設地方卸売市場業務条例（昭和４９年条例第１５号）の一

部を次のように改正する。  

  別表第５を次のように改める。  

 別表第５（第５８条関係）

使用料種別  金額  

卸売業者市場使用料  売上金額（消費税額を含む。）につきその額の 1,000

分の3.5に相当する額及び卸売場の面積 1平方メー

トルにつき月額  291円 
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業者事務所使用料  1平方メートルにつき月額  1,037円 

付属営業人店舗使用料  1平方メートルにつき月額  1,100円 

サービス店舗使用料  1平方メートルにつき月額  1,492円 

金融機関店舗使用料  1平方メートルにつき月額  1,492円 

倉庫使用料  1平方メートルにつき月額  834円 

冷蔵庫使用料  月額 2,908,000円 

買受人用施設使用料  1平方メートルにつき月額  910円 

組合事務所等使用料  1平方メートルにつき月額  1,163円 

水道使用料  1立方メートルにつき  22円 

駐車場使用料  1台につき月額  3,140円 

 備考 

  1 使用料の額には、消費税額を含むものとする。  

  2 使用料の算定に当たって、その額に 10 円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額とする。  

   附 則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （大垣市勤労者総合福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  第１条の規定による改正後の大垣市勤労者総合福祉センター条例別表の   

規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可

に係る利用料金については、なお従前の例による。  

 （大垣市奥の細道むすびの地条例の一部改正に伴う経過措置）  

３  第２条の規定による改正後の大垣市奥の細道むすびの地条例別表第２及  

び別表第３の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行

日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市職業訓練センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  第３条の規定による改正後の大垣市職業訓練センター条例別表の規定は、

施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利

用料金については、なお従前の例による。  

 （大垣市西部研修センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

５  第４条の規定による改正後の大垣市西部研修センター条例別表の規定は、

施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可に係る利  

 用料金については、なお従前の例による。  

118



 （大垣市上石津就業改善センター設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

６  第５条の規定による改正後の大垣市上石津就業改善センター設置条例別

表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許

可に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市上石津農村環境改善センター設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

７  第６条の規定による改正後の大垣市上石津農村環境改善センター設置条

例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前

の許可に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市時山文化伝承館設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

８  第７条の規定による改正後の大垣市時山文化伝承館設置条例別表第２の

規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前の許可

に係る利用料金については、なお従前の例による。  

 （大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

９  第８条の規定による改正後の大垣市上石津農林漁家活動促進施設設置条

例別表の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前

の許可に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市えぼしふれあい会館設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

１０  第９条の規定による改正後の大垣市えぼしふれあい会館設置条例別表

の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可

に係る使用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

１１  第１０条の規定による改正後の大垣市一之瀬ポケットパーク設置条例

別表の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金について適用し、施行日前

の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。  

 （大垣市市民農園設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

１２  第１１条の規定による改正後の大垣市市民農園設置条例別表の規定は、

施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。  

 （大垣市公設地方卸売市場業務条例の一部改正に伴う経過措置）  

１３  第１２条の規定による改正後の大垣市公設地方卸売市場業務条例別表

第５の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の

使用に係る使用料については、なお従前の例による。  
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議第３９号 

大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部改正について  

大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

  平成３１年３月４日 提出 

大垣市長   小  川   敏 

 

   大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例等の一部を改正する条例  

 （大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正）  

第１条  大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成６年条例第２号）の

一部を次のように改正する。  

  別表第１中「１，６００円」を「１，６７０円」に、「３，０００円」を

「３，１４０円」に改める。  

  別表第２中「１，２３０円」を「１，２５０円」に、「２，４６０円」を

「２，５１０円」に改める。  

 （大垣市火葬場条例の一部改正） 

第２条  大垣市火葬場条例（昭和５４年条例第２４号）の一部を次のように改

正する。 

  別表を次のように改める。  

 別表（第４条関係）  

  1 火葬炉使用料  

名称 区分 単位 市内居住者  市外居住者  

大垣市鶴見斎場 

大垣市勝山斎場 

大垣市かみいしづ

斎場 

大人 1体につき  5,000円 60,000円 

小人（ 12歳未満

の者をいう。） 

3,000円 30,000円 

死胎 2,000円 20,000円 

汚物 1キログラム

につき  

310円 3,300円 

へい獣 1頭につき  1,100円 11,000円 

身体の一部 1件につき  2,200円 22,000円 

 備考 死亡者が死亡時に本市の介護保険の被保険者であったときは、市内居

住者の使用料を適用する。  

  2 施設使用料 

名称 施設名 市内居住者  市外居住者  
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大垣市鶴見

斎場 

第一式場  

第一遺族控室  

第一僧侶等控室  

第一控室  

通夜から告別式  

66,000円 

告別式のみ  

 33,000円 

通夜から告別式   

198,000円 

告別式のみ  

 99,000円 

第二式場  

第二遺族控室  

第二僧侶等控室  

第二控室  

通夜から告別式  

 55,000円 

告別式のみ  

 27,500円 

通夜から告別式  

 165,000円 

告別式のみ  

 82,500円 

第三式場  

第三遺族控室  

通夜から告別式  

 26,190円 

告別式のみ  

 13,090円 

通夜から告別式  

 78,570円 

告別式のみ  

 39,280円 

和室1 1室1回 3時間以内 

 3,300円 

各室 1時間増すごとに   

1,100円 

1室1回3時間以内 

 9,900円 

各室 1時間増すごとに  

 3,300円 

和室2 

和室3 

和室4 

斎室1 1室1回 24時間以内  

5,500円 

1室1回24時間以内 

 16,500円 斎室2 

遺体安置室  1体1回 24時間以内  

3,300円 

1体1回24時間以内 

 9,900円 

大垣市勝山

斎場 

式場 

僧侶等控室  

控室 

通夜から告別式   

22,000円 

告別式のみ   

11,000円 

通夜から告別式  

 66,000円 

告別式のみ  

 33,000円 

和室 1回3時間以内 

 3,300円 

1時間増すごとに  

 1,100円 

1回3時間以内 

 9,900円 

1時間増すごとに  

 3,300円 

大垣市かみ

いしづ斎場 

式場 

僧侶控室  

通夜から告別式   

17,600円 

告別式のみ  

 8,800円 

通夜から告別式   

52,800円 

告別式のみ  

 26,400円 

和室 1回3時間以内 1回3時間以内 
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 3,300円 

1時間増すごとに   

1,100円 

 9,900円 

1時間増すごとに   

3,300円 

 備考 

  1 死亡者が死亡時に本市の介護保険の被保険者であったときは、市内居  

住者の使用料を適用する。 

  2 この表中「通夜から告別式」とは 17時から翌日の 16時まで、「告別式 

のみ」とは9時から 16時までとする。 

  3 式場において行われる通夜は、 22時までとし、 22時から翌日の 9時ま 

での時間帯の遺体（棺）は、それぞれの遺族控室等へ移動するものとする。  

  4 使用時間を算定する場合において１時間未満の端数を生じたときは、  

これを1時間に切り上げるものとする。  

 （大垣市墓地条例の一部改正）  

第３条  大垣市墓地条例（昭和５６年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

  第７条中「１，０２０円」を「１，０４０円」に改める。  

 （大垣市駐車場条例の一部改正）  

第４条 大垣市駐車場条例（平成２年条例第２５号）の一部を次のように改正

する。 

別表第１⑴の表定期駐車保管料金の部全日の項中「１６，４５０円」を

「１６，７６０円」に改め、同部休日を除く全日の項中「１１，３１０円」

を「１１，５２０円」に改め、同表⑵の表定期駐車料金の部全日の項中

「１８，５１０円」を「１８，８５０円」に改め、同部休日を除く全日の項

中「１２，３４０円」を「１２，５７０円」に改め、同部夜間（午後７時か

ら翌日午前７時まで）の項中「８，６４０円」を「８，８００円」に改める。 

 （大垣市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正）  

第５条  大垣市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２２年条例第２６ 

号）の一部を次のように改正する。  

  第１７条第２項第１号中「１，０２０円」を「１，０４０円」に改め、同

項第２号中「２，０５０円」を「２，０９０円」に改める。  

 （大垣市道路占用料徴収条例の一部改正）  

第６条 大垣市道路占用料徴収条例（昭和２８年条例第２５号）の一部を次の

ように改正する。  

  第２条第６項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 
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 （大垣市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正）  

第７条 大垣市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１２年条例第５号）の一

部を次のように改正する。  

  第３条第３項中「１．０８」を「１．１」に改める。  

別表第１の１の項中「３，９７０」を「４，０５０」に改め、同表２の項

中「４００」を「４１０」に改める。  

別表第３の１の項及び２の項中「２１６」を「２２０」に改め、同表３の

項及び４の項中「１７２」を「１７６」に改め、同表５の項中「２１６」を

「２２０」に改める。  

 （大垣市水道事業給水条例の一部改正）  

第８条  大垣市水道事業給水条例（平成１０年条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２３条第２項の表を次のように改める。  

  ⑴ 一般用、公衆浴場用  

メーターの口径  基本料金（メーター 1個につき）  

13ミリメートル 使用水量 8立方メートルまで  770円 

20ミリメートル 990円 

25ミリメートル 1,320円 

40ミリメートル 2,970円 

50ミリメートル 5,720円 

75ミリメートル 11,110円 

100ミリメートル 16,500円 

 ⑵ 消防用 

メーターの口径  基本料金（メーター 1個につき）  

40ミリメートル 550円 

50ミリメートル 1,980円 

75ミリメートル 2,530円 

100ミリメートル 3,190円 

  第２３条第３項の表を次のように改める。  

用途別 従量料金（ 1立方メートルにつき）  

一般用 メーターの口径 13ミ

リメートル  

1月 8立方メートルを超える分  99円 

メーターの口径 20ミ 99円 
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リメートル以上  

公衆浴場用 49.5円 

消防用 火災及び演習以外に使用した場合に限る。  99円 

  第２９条第３号中「８００円」を「８１０円」に改める。  

 （大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正）  

第９条  大垣市簡易水道の管理に関する条例（平成１０年条例第８号）の一部

を次のように改正する。  

  第１４条第１項の表中「６４８円」を「６６０円」に、「１７２．８円」

を「１７６円」に改める。  

  附則第５項中「８万２，２８０円」を「８万３，８１０円」に改める。  

 （大垣市下水道条例の一部改正）  

第１０条  大垣市下水道条例（平成１７年条例第６４号）の一部を次のように

改正する。 

  第１９条第１項の表を次のように改める。  

  （大垣処理区・平町処理区・墨俣処理区）  

基本使用料 従量使用料（ 1立方メートルにつき）  

使用水量10立方メート

ルまで 1,207.8円 

使用水量が 10立方メートルを超え 100立方メートル

以下のときは 122.1円、100立方メートルを超えると

きは141.9円 

計測器使用料 220円 

別に定める水質の汚水を放流するものについては、放流する汚水の水質に応

じて汚水量1立方メートルにつき165円の範囲内で使用料を増額して徴収する。 

  （上石津町北部処理区・上石津町中部処理区）  

種別 基本使用料  加算使用料  

一般家庭 1戸当たり 

 2,415.6円 

家庭の雑排水、し尿 1人から5

人まで世帯 1人当たり  

 723.8円 

6人以上 1人増すごとに 361.9

円 (ただし、算定に当たって

は家族に 2歳未満の幼児がい

る場合には、総世帯員数から

当該幼児数を控除した世帯

員数に基づき算定する。 ) 
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市長が特に認める公

共性の高い施設 

1施設当たり  

2,415.6円 

1立方メートル当たり   

119.9円 

上記以外の事業所等  1事業所当たり  

 3,623.4円 

1立方メートル当たり  

 119.9円 

計測器使用料 220円 

 （大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理

に関する条例の一部改正）  

第１１条  大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置

及び管理に関する条例（平成１７年条例第６２号）の一部を次のように改正

する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第１４条関係）  

種別 基本使用料（月額）  加算使用料（月額）  

一般家庭 1戸当たり  

2,415.6円 

家庭の雑排水、し尿 1人から 5

人までの世帯 1人当たり  

723.8円 

6人以上 1人増すごとに 361.9

円（ただし、算定に当たって

は、家族に 2歳未満の幼児が

いる場合には、総世帯員数か

ら当該幼児数を控除した世

帯員数に基づき算定する。） 

市長が特に認める公

共性の高い施設 

1施設当たり 

 2,415.6円 

1立方メートル当たり  

 119.9円 

上記以外の事業所等  1事業所当たり  

 3,623.4円 

1立方メートル当たり   

119.9円 

計測器使用料 220円 

（大垣市駅前広場等管理条例の一部改正） 

第１２条  大垣市駅前広場等管理条例（平成２４年条例第２３号）の一部を次

のように改正する。  

  別表第１備考３中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

  別表第２中「１５，４２０円」を「１５，７１０円」に改める。  

（大垣市都市公園条例の一部改正）  

第１３条  大垣市都市公園条例（昭和５０年条例第２０号）の一部を次のよう
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に改正する。 

  別表第２備考⑸中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

 （大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例の一部改正）  

第１４条  大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例（平成１７年条

例第６６号）の一部を次のように改正する。  

  別表第２を次のように改める。  

 別表第２（第１３条、第１８条関係）  

緑の村公園施設の種別  利用料金の額  

自然環境活用センター研修室  1室1時間につき  1,040円 

テニスコート 1コート 1時間につき  1,040円 

テニスコート夜間照明  1コート 1時間につき  1,570円 

陶芸研究施設 試作棟  1棟1時間につき   830円 

ガス窯利用料は、燃料代実費を加算する。  

登り窯施設  1日につき  5,230円 

炭焼施設 1回につき  5,230円  

つり堀施設 1人1回につき  520円 

野営場 1人1日につき  520円 

給水施設 大垣市簡易水道の管理に関する条例(平成10年

条例第 8号)第 14条第 1項の規定による料金  

サイクリングコース貸出用自

転車 

1台1回につき  730円（1回は、 4時間未満）  

アスレチックコース  1人1回につき  520円 

農林産物加工試作棟  1棟1時間につき  830円 

民俗資料展示館 1棟1時間につき  830円 

ウッディドーム 全面1時間につき  1,880円 

ウッディドーム照明  全面1時間につき  1,250円 

シルクの里工房 1棟1時間につき  830円 

グラウンドゴルフ場  1人1回につき  1,040円 

多目的周遊コース  1人1回につき  1,040円 

コースの貸切 1時間につき  1,880円 

備考 冷房施設又は暖房施設を使用した場合は、市長が別に定める額を加算

する。 

  別表第３備考⑸及び別表第４備考⑷中「１００分の１０８」を「１００分

の１１０」に改める。  
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 （大垣市山村体験宿泊施設設置条例の一部改正）  

第１５条  大垣市山村体験宿泊施設設置条例（昭和５８年条例第２号）の一部

を次のように改正する。  

  別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第１１条関係）  

  1 宿泊料等 

区分 市内居住者  市外居住者  

大人  小人  大人  小人 

宿泊料（1人

当たり） 

1人で利用 円 

3,010 

円  

―  

円 

3,980 

円 

― 

2人で利用  2,410 1,200 3,130 1,560 

3人以上で利用  1,800 950 2,410 1,200 

セミナーハウス宿泊料（ 1人

当たり） 

1,430 830 2,040 1,070 

休憩料（ 2時間当たり  1人に

つき） 

470 230 590 340 

 備考 

  ⑴ 宿泊の使用時間は、午後 4 時から翌日の午前 10 時までとする。 

  ⑵ 「市内居住者」には、事務所の所在地が市内にある団体を含む。  

  ⑶ 大人とは、高校生以上の者をいう。  

  ⑷ 小人とは、小学生及び中学生をいう。  

  ⑸ 附属設備、備品、冷暖房設備等を使用したときは、市長が定める額を

加算する。 

  ⑹ セミナーハウスの宿泊者は、原則として 5 人以上の利用者とする。  

  2 研修室利用料金  

区分 研修室（ 1室当たり） セミナーホール  セ ミ ナ ー ハ ウ ス 和

室（ 1室当たり） 

市内居住者 市外居住者 市内居住者 市外居住者 市内居住者 市外居住者 

午

前 

9時～ 

12時 

円 

830 

円  

1,320 

円 

1,560 

円  

2,410 

円  

590 

円 

950 

午

後 

13時～ 

17時 

1,200 1,800 1,800 3,010 830 1,430 

夜

間 

18時～ 

21時 

1,800 2,770 2,410 3,610 1,200 2,410 
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全

日 

9時～ 

21時 

3,610 5,420 4,830 7,250 2,410 4,220 

使用時間

延長(1時

間につき) 

340 470 470 590 340 470 

 備考 

  ⑴ 「市内居住者」には、事務所の所在地が市内にある団体を含む。  

  ⑵ 附属設備、備品、冷暖房設備等を使用したときは、市長が定める額を

加算する。 

  別表第２中「５９，４００」を「６０，５００」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１  この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の大垣市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

別表第１の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行

日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。  

 （大垣市火葬場条例の一部改正に伴う経過措置） 

３  第２条の規定による改正後の大垣市火葬場条例別表の規定は、施行日以後

の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料について

は、なお従前の例による。  

（大垣市駐車場条例の一部改正に伴う経過措置）  

４  第４条の規定による改正後の大垣市駐車場条例別表第１の規定は、施行日

以後に発行する定期利用券に係る駐車料金及び保管料金について適用し、施

行日前に発行した定期利用券に係る駐車料金及び保管料金については、なお

従前の例による。  

 （大垣市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

５  第５条の規定による改正後の大垣市自転車等の放置の防止に関する条例

第１７条第２項の規定は、施行日以後に保管を開始する自転車等について適

用し、施行日前に保管を開始した自転車等については、なお従前の例による。 

 （大垣市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置）  

６  第６条の規定による改正後の大垣市道路占用料徴収条例第２条第６項の

規定は、施行日以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に

係る占用料については、なお従前の例による。  
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（大垣市準用河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置） 

７  第７条の規定による改正後の大垣市準用河川流水占用料等徴収条例第３

条第３項、別表第１及び別表第３の規定は、施行日以後の許可に係る土地占

用料、流水占用料及び河川産出物採取料について適用し、施行日前の許可に

係る土地占用料、流水占用料及び河川産出物採取料については、なお従前の

例による。 

 （大垣市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置）  

８  第８条の規定による改正後の大垣市水道事業給水条例第２３条第２項及

び第３項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、

施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成３１年

１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確

定した料金（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月

３１日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初め

て支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の料金の支払を

受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以

後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、こ

れに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に

係る部分に限る。）については、なお従前の例による。  

９  第８条の規定による改正後の大垣市水道事業給水条例第２９条第３号の

規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込

みに係る手数料については、なお従前の例による。  

（大垣市簡易水道の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

１０  第９条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例第

１４条第１項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。た

だし、施行日前から継続して供給している簡易水道の使用で、施行日から平

成３１年１０月３１日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの

の当該確定した料金（施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する

日が同月３１日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日

以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日（その直前の料金

の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から

施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数

で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算し

た金額に係る部分に限る。）については、なお従前の例による。  

１１  第９条の規定による改正後の大垣市簡易水道の管理に関する条例附則

第５項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入納付金について適用し、同

129



日前の申込みに係る加入納付金については、なお従前の例による。  

 （大垣市下水道条例の一部改正に伴う経過措置）  

１２  第１０条の規定による改正後の大垣市下水道条例第１９条第１項の規

定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前

から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成３１年１０月３１日

までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用

料（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日

後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払

を受ける権利が確定する使用料を前回確定日（その直前の使用料の支払を受

ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。）から施行日以後

初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、こ

れに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じて計算した金額に

係る部分に限る。）については、なお従前の例による。  

 （大垣市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置及び管理 

 に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

１３  第１１条の規定による改正後の大垣市農業集落排水処理施設及び小規

模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、施行日以後

の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している

農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の使用で、施行日から平

成３１年１０月３１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するも

のの当該確定した使用料（施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確

定する日が同月３１日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、

施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日（その直

前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同

じ。）から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの

期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗

じて計算した金額に係る部分に限る。）については、なお従前の例による。  

 （月数の計算） 

１４ 附則第８項ただし書、第１０項ただし書、第１２項ただし書及び前項た

だし書の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数を生じたときは、

これを１月とする。  

 （大垣市駅前広場等管理条例の一部改正に伴う経過措置）  

１５  第１２条の規定による改正後の大垣市駅前広場等管理条例別表第１及

び別表第２の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行

日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。  
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 （大垣市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置）  

１６  第１３条の規定による改正後の大垣市都市公園条例別表第２の規定は、

施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。  

 （大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連施設設置条例の一部改正に伴う経過

措置） 

１７  第１４条の規定による改正後の大垣市かみいしづ緑の村公園及び関連

施設設置条例別表第２から別表第４までの規定は、施行日以後の許可に係る

利用料金及び使用料について適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使

用料については、なお従前の例による。  

 （大垣市山村体験宿泊施設設置条例の一部改正に伴う経過措置）  

１８  第１５条の規定による改正後の大垣市山村体験宿泊施設設置条例別表

第１及び別表第２の規定は、施行日以後の許可に係る利用料金及び使用料に

ついて適用し、施行日前の許可に係る利用料金及び使用料については、なお

従前の例による。  
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議第４０号 

大垣市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について  

大垣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。  

  平成３１年３月４日 提出 

大垣市長   小  川   敏 

 

大垣市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 大垣市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第２１号）の一部を

次のように改正する。  

 第４条第３項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１  この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

 （経過措置） 

２  改正後の第４条第３項の規定は、施行日以後の療養又は医療の提供に係る

使用料及び手数料について適用し、施行日前の療養又は医療の提供に係る使

用料及び手数料については、なお従前の例による。  

 

 

132



議第４１号  

大垣市子育て総合支援センター条例の一部改正について  

大垣市子育て総合支援センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。  

  平成３１年３月４日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市子育て総合支援センター条例の一部を改正する条例  

 大垣市子育て総合支援センター条例（平成２２年条例第１３号）の一部を次

のように改正する。  

 別表第２を次のように改める。  

別表第２（第９条関係）  

使用時間  

 

室名 

午前 9時か

ら午後1時

まで  

午後 1時か

ら午後 5時

まで  

午後 5時か

ら午後 9時

まで  

午前 9時か

ら午後 9時

まで  

多目的ホール  1,570円 1,570円 2,090円 4,710円 

会議室 全室使用  830円 830円 1,250円 2,510円 

分割使用  410円 410円 620円 1,250円 

研修室 520円 520円 830円 1,570円 

調理実

習室 

会議等の開催  520円 520円 830円 1,570円 

調理設備の使用  1,040円 1,040円 1,360円 3,140円 

 備考 使用者が冷房設備又は暖房設備を使用する場合は、市長が定める額を

加算する。  

附 則 

（施行期日）  

１  この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行

する。 

（経過措置）  

２  改正後の別表第２の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用

し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。  
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議第４２号  

大垣市教育振興基金条例の廃止について  

 大垣市教育振興基金条例を廃止する条例を次のとおり制定するものとする。 

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

   大垣市教育振興基金条例を廃止する条例  

 大垣市教育振興基金条例（平成１５年条例第４号）は、廃止する。  

   附 則  

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。  
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議第４３号  

上石津町及び墨俣町の編入に伴う大垣市国民健康保険条例の適用の経

過措置に関する条例の廃止について  

 上石津町及び墨俣町の編入に伴う大垣市国民健康保険条例の適用の経過措

置に関する条例を廃止する条例を次のとおり制定するものとする。  

  平成３１年３月４日  提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

上石津町及び墨俣町の編入に伴う大垣市国民健康保険条例の適用の経

過措置に関する条例を廃止する条例  

 上石津町及び墨俣町の編入に伴う大垣市国民健康保険条例の適用の経過措

置に関する条例（平成１７年条例第４６号）は、廃止する。  

    附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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報第１号  

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に基づき報告するものとする。 

  平成３１年３月４日 提出  

大垣市長   小 川   敏  

 

専第１号  

   損害賠償の額の決定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分する。  

  平成３１年２月１４日 専決  

大垣市長   小 川   敏  

 

１  損 害 賠 償 の 額  １５万４，８２３円  

２  損害賠償の相手方  ●●●●●●●●●●  

 ●●●●●  

３  事 案 の 概 要  平成２５年３月１日から同年３月２０日までの間、

大垣市青墓町●●●●●地内において、青少年憩い

の森遊歩道の展望台整備中、市が管理する樹木を伐

採する際に誤って相手方所有の樹木も伐採し、損害

を与えた。  
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